
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法制審議会 

民法（親子法制）部会 

第２２回会議 議事録 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 日 時  令和３年１１月３０日（火）自 午後１時３０分 

                     至 午後５時２４分 

 

第２ 場 所  法務省地下１階 大会議室 

 

第３ 議 題  民法（親子法制）等の改正に関する要綱案のたたき台 

        残された論点の補充的検討 

 

第４ 議 事  （次のとおり） 
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議        事 

 

○大村部会長 それでは、予定した時刻になりましたので、法制審議会民法（親子法制）部

会の第２２回会議を開会いたします。 

  本日は御多忙の中、御出席を頂きまして誠にありがとうございます。 

  最初に佐藤幹事から、本日を含めたこの部会の開催方法等についての御説明を頂きます。 

○佐藤幹事 今回もウェブ参加を併用する形で開催しておりますので、いつものように御注

意いただきたい点として２点申し上げます。 

  まず、御発言中に音声に大きな乱れが生じた場合につきましては、当方で指摘をさせて

いただきますので、適宜御対応を頂ければと存じます。また、発言をされる方におかれま

しては、発言の冒頭にお名前を名のってから御発言を頂きますよう、よろしくお願いいた

します。 

  本日、休憩時間につきましては、１時間半程度をめどに１５分程度の休憩を計２回、入

れさせていただきたいと考えております。 

○大村部会長 ありがとうございました。 

  本日は委員の御欠席はないと伺っております。 

  次に、本日の審議に入ります前に配布資料の確認をさせていただきます。これも事務当

局の方からお願いをいたします。 

○佐藤幹事 今回の配布資料でございますが、部会資料２２－１から２２－３まで、また、

本日の議事次第、それから配布資料の目録となっております。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

  本日の審議の予定でございますけれども、本日は前回に引き続きまして、要綱案の取り

まとめに向けた御議論を頂きたいと考えております。今回、事務局において前回会議での

御議論を踏まえて、要綱案のたたき台をリバイスしたものといたしまして、部会資料２２

－１、それから、その補足説明として部会資料２２－２を準備していただいておりますの

で、これを基に御議論を頂く予定でございます。 

  具体的には、資料の順番に従ってということになりますけれども、まず、部会資料２２

－２をベースに申し上げますと、第１に懲戒権に関する規定の見直し、これが資料２２－

２の第１、ページで申しますと１ページになります。この部分について御議論を頂きます。

続きまして、嫡出の推定に関する規定の見直し及び女性に係る再婚禁止期間の廃止、第２、

３ページ以下ですけれども、この部分は特段の修正はございませんので、もし何か御発言

がありましたら、適宜のタイミングで御発言を頂ければと思っております。その後が２番

目のグループになりますけれども、嫡出否認に関する規律の見直し、第３、３ページ以下

と、第三者の提供精子を用いた生殖補助医療により生まれた子に関する民法の特例の見直

し、これが第４で１３ページ以下になりますが、この部分をまとめて一括して御議論を頂

きたいと思っております。そして、３番目に、認知制度に関する見直し、第５で１５ペー

ジ以下になりますけれども、この部分について御議論を頂こうと思っております。 

  その後、残った時間で、部会資料２２－３に基づきまして、残された論点の補充的検討

ということになりますけれども、別居等の後に懐胎された子に関する規律の明文化及び、

届出により嫡出推定の例外を認める制度の検討、部会資料２２－３の第１、１ページ以下
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になりますが、この部分を御議論いただきまして、最後に、成年に達した子の否認権、資

料の第２、３ページ、及び成年に達した子の認知無効の訴え、第３、６ページについて、

まとめて御議論を頂くということを考えております。 

  もう一度申し上げますと、部会資料２２－２のうちの第２の部分を除きまして、あとは

資料に従いまして、大きく五つのグループに分けて御意見を伺っていくということを予定

しております。どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

  そこで、まず最初の議題ですけれども、懲戒権に関する規定等の見直しの論点につきま

して、事務当局の方から御説明をお願いいたします。 

○砂山関係官 それでは、御説明いたします。お手元の部会資料２２－２の第１を御覧くだ

さい。 

  まず、「第１ 懲戒権に関する規定の見直し」につきましては、補足説明の１で、子の

年齢及び発達の程度に配慮する義務について検討を加えております。この配慮義務につき

ましては、心身に有害な影響を及ぼす言動を明文で禁止する場合には重ねて規定すること

は要しないとも考えられましたことから、これを提案しないこととしておりましたが、前

回会議におきまして、親が子の年齢や発達に不相応なしつけをすることで子の心身を害す

ることが往々にしてあるといった実情を踏まえ、やはり子の年齢及び発達の程度に配慮す

る義務を民法上規定すべきであるとの御意見を頂いたところです。このような前回会議の

議論状況等を踏まえ、本部会資料では、監護教育権の行使に当たって子の年齢及び発達の

程度に配慮しなければならない旨の規律を設けることを改めて提案することとしておりま

す。 

  続いて、補足説明の２では、子の人格を尊重する義務等の位置付けについて検討を加え

ております。前回の部会資料では、特に子に対するしつけの場面における権利行使の適正

性を確保するという観点から、子の人格を尊重する義務や、体罰その他の心身に有害な影

響を及ぼす言動を禁止する規律を民法第８２２条に規定することを提案しておりましたが、

前回会議におきましては、これらの規律は子の監護及び教育に関する在り方の基本的なル

ールを定めるものであり、親権者の居所指定権等に先立って規定されるべきであるといっ

た御意見や、少なくとも子の人格を尊重する義務については、居所指定権や職業許可権に

も及ぶ義務であることを明確にするため、民法第８２０条に規定されるべきであるとの御

意見などがあったところです。 

  このような前回会議における御指摘を踏まえまして、本部会資料では、子の人格を尊重

する義務等が監護教育権の行使に関する総則的な規律であることを明確にする観点から、

居所指定権を定める現行の民法第８２１条を民法第８２２条に移行した上で、新たに民法

第８２１条に、親権を行う者は第８２０条の規定による監護及び教育をするに当たっては、

子の人格を尊重するとともに、子の年齢及び発達の程度に配慮しなければならず、かつ、

体罰その他の心身に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないとの規律を設けることを提

案しております。 

  部会資料２２－２の第１に関する説明は以上となります。 

○大村部会長 ありがとうございました。資料２２－２の第１について御説明を頂きました。

２点ございましたけれども、いずれも前回会議で出た御意見を踏まえて修正をしていただ

いたと理解をしております。１点目は、子の年齢及び発達の程度に配慮する義務について、
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これを書き込んだということと、２点目は、子の人格を尊重する義務等に関する規定の位

置を総則的な意味を持つところに改めたということかと思います。皆様の御意見を反映し

て修正がなされていると思いますけれども、何か御質問や御意見がございましたら頂きた

いと思います。 

○磯谷委員 今回は前回の議論を踏まえて、事務当局の方で適切に対応していただいたと思

っております。感謝申し上げます。特に、子の年齢及び発達の程度に配慮するということ

については、近年の児童虐待の深刻な状況を踏まえて、民法においても親が子どもを監護

教育するときの基本的な心構え、基本的に在るべき姿勢というところを明らかにしていた

だいたと思っておりまして、大変貴重なことだと思っております。私の方はこれで特に異

議はございません。ありがとうございます。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

  そのほかにいかがですか。 

○棚村委員 私も基本的に、磯谷委員と同じことを繰り返すことになりますけれども、特に

子の年齢及び発達の程度に配慮するということについては、既に金子民事局長の２０１１

年の家事事件手続法６５条で、手続的には年齢及び発達に応じて子の意向を尊重しなけれ

ばいけないという規定があったわけですけれども、やはり実体法の民法の中にこういうよ

うな規律が設けられたということは非常に大きな意味があると思っています。しかも、総

則という位置付けをした上で、人格の慎重と子どもの年齢及び発達の程度に配慮をする、

そして、体罰そのほかの心身に有害な影響を及ぼす言動もしてはならないということで、

親の権利義務という構成になっている中で、前にもお話ししましたけれども、子どもの最

善の利益とか、あるいは子どもの意思を尊重する、人格を尊重する、こういう流れの中で、

子どもの利益や権利というものを確立をしていくという流れに沿うものと思います。単に

懲戒権をなくすというだけではなくて、もう少し積極的に、子どもの利益を最優先にする

という考え方というものを打ち出す規定なので、一箇条ではあるのですけれども、非常に

意味のあるものと思って、賛成させていただきたいと思います。 

○大村部会長 ありがとうございました。 

  磯谷委員、棚村委員から、この点を賛成する旨の御発言がございましたけれども、ほか

にいかがでございましょうか。 

○山本委員 前回の議論を踏まえて、全部そういう意図を取り込んで、書き込んでいただけ

たと思います。私もこの項目は今後非常に重要な意味を持つものと思って、賛成していま

す。ありがとうございました。 

○大村部会長 ありがとうございました。 

  そのほかはいかがでございましょうか。 

  それでは、部会資料２２－２の「第１ 懲戒権に関する規定の見直し」につきましては、

委員、幹事から御賛同を頂いたと理解をいたしましたので、そのように取りまとめをさせ

ていただいて、先に進ませていただこうと思います。 

  続きまして、２番目のグループということになりますけれども、嫡出否認制度に関する

規律の見直し及び第三者の提供精子を用いた生殖補助医療により生まれた子に関する民法

の特例の見直しということで、部会資料２２－２の第３、第４の関連ということになりま

す。この部分につきまして、事務当局の方から御説明をお願いいたします。 
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○小川関係官 御説明いたします。 

  お手元の部会資料２２－２の３ページ以下を御覧ください。まず、「第３ 嫡出否認制

度に関する規律の見直し」についてです。前回資料の要綱案のたたき台（１）からの実質

的な変更点については、下線を付しているところですけれども、４ページの５行目の④の

前夫の否認権に関して大きく２点の修正をさせていただいているところです。 

  具体的には補足説明の６ページ以下で記載しておりますけれども、まず１点目として、

前夫の否認権の要件として前回、子が前夫によって懐胎されたものであることという要件

を設けていた点を見直しております。これは、前回の会議でも御指摘があったところです

けれども、従前より現在の嫡出推定制度が飽くまでも推定に基づく父子関係の形成という

のを前提としていることからしますと、民法上の要件として、推定される父と子との間の

生物学上の父子関係の存在を前提としたり、あるいは、子が父によって懐胎されたことを

要件としたりする明文の規律を置くことについては慎重に考える必要があるのではないか

という御指摘があったところです。そこで、改めて検討いたしましたところ、従前の中間

試案の乙案に近いものになりますけれども、前夫はその否認権の行使が子の利益を害する

ことが明らかでないときに限り、否認することができるとの規律を置くことを提案させて

いただいております。 

  ８ページに整理しておりますとおり、前夫の否認権に関しては、従前より、前夫が再婚

後の夫婦の家庭に無制限に介入できることとなり、妥当ではないという懸念、あるいは前

夫による嫡出否認が認容された後、子又は母が否認権を行使し、前夫の子であるとの推定

をも否認することによって、結果的に子から推定される父が失われる事態を生じさせるこ

ととなり、子の利益に反するとの懸念があるとの指摘がされており、その要件を定めるに

当たっては、これらの懸念に対応できる要件とすることが必要であると考えられます。 

  このような観点から見た場合には、まず、後者の懸念に関してですけれども、子が前夫

の生物学上の子でない場合であって、将来的に前夫の推定が否認されるおそれが大きい場

合には、当該前夫による否認権の行使というのは子の利益を害するものとして、許されな

いということができると考えられますし、前者の懸念に対しても、今述べたような場合に

加えまして、前夫が再婚家庭に対する嫌がらせの目的で否認権を行使した場合には、それ

が子の利益を害するものに当たるといえますので、前夫による再婚後の家庭に介入できる

場合というのも適切に制限することができると考えております。 

  他方で、従前、中間試案の乙案に対する懸念として指摘されていたところでもあります

けれども、以上のような要件を置くこととした場合には、それが裁判規範として不明確で

あり、また、前夫及び父の現在又は将来の養育のいずれが子の利益に適合しているかとい

う点が争点となり得、審理が長期化するのではないかという御指摘もあり得るかと思いま

す。もっとも、この点については、新たな要件を否認権の行使が子の利益を害することが

明らかでないときと定めているところ、個別具体的な事案における養育環境の変化は法的

父子関係の否認による間接的な効果にとどまることからしますと、前夫や父の養育環境の

どちらが望ましいかという点は、ここでいう子の利益の判断に当たって重視すべきもので

はないと考えられます。また、子の利益を害することが明らかでないときとしております

とおり、将来の養育環境が子にとって利益になるかどうかという予測については、特別養

子縁組の成立の審判のように、養育の実情を調査するための手続を実施して判断しなけれ
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ば困難であることから、そのような手続を経ずに養育状況を重視することも相当ではない

のと考えられます。 

  結局、子の利益を害することが明らかといえる事情としては、前夫が子の父として養育

する意思を有しているのか、その前提として、生物学上の父子関係があるか、また、その

行使が嫌がらせ等の目的によるものではないかという点に限られてくると考えているとこ

ろです。 

  それから、１０ページの（４）ですけれども、前夫が提起した嫡出否認の訴えの判決の

効力について、改めて整理をしております。ただ、基本的には前回までに整理させていた

だいたとおりになると考えられますので、説明は省略いたします。 

  １２ページですけれども、（５）で、前回会議で御指摘がありました点について改めて

検討しております。結論として、前夫の定義を、３５行目以下に書いておりますように、

「その訴えにより第２の１④の規定により読み替えられた同③の規定により子の父と定め

られることとなるもの」と修正をすることで対応するという提案をしています。具体的に

は、母が子の懐胎から出生のときまでの間に複数回離婚、再婚を繰り返していたようなケ

ースで、例えば、前夫Ａが現在Ｃの子と推定されている子の父となろうとした場合に、Ｃ

の子との推定に対する嫡出否認をするのみでは子はＢの子と推定されるにとどまるという

ことになりますので、このような訴えは許されず、ＡとしてはＣと同時にＢとの関係でも

嫡出否認の訴えを提起する必要があるということを明記すべきではないかという御指摘が

前回あったところです。従前御議論のあったとおり、訴えの利益や子の利益に関する実体

要件により制限することも可能であろうとは考えておりますけれども、先ほど述べたよう

に前夫の定義を修正することによって、Ａが提起したその訴えによってＡが子の父と推定

されることにならない場合には、前夫に該当しないということになり、当該訴えは不適法

になるという形で対応できるのではないかと考えているところです。 

  次に、１３ページの３ですけれども、母の否認権について少し記載をしております。先

ほど述べたような前夫の否認権の要件の見直しに伴って、母の否認権の要件、これは見直

さないということでよいのかという点を念のため確認させていただいているところです。 

  第３については以上となりまして、次に第４ですけれども、こちらは生殖補助医療によ

る場合です。実質的な変更として、ゴシック体の②の部分に全て線を引いているところで

す。その内容については、１４ページの２、３にありますように、大きく２点ございます。 

  まず、２の部分は、前回資料までございました従前の規律を削除しましたという点の説

明です。こちらについては、母が前夫の同意を得て第三者提供精子による生殖補助医療を

受けて懐胎をし、前夫との離婚、別の男性と再婚後に出産したというふうなケースで、前

夫が同意をしていたというときは嫡出否認ができるという規律を置いておりましたけれど

も、第３で前夫の否認権の要件を見直したことと合わせまして、子の利益を害することが

明らかか否かというふうな要件の中で先ほどのような事情を考慮することができますので、

生殖補助医療法第１０条の方に特段の規律は設ける必要はないのではないかと考えられま

すので、削除しております。 

  次に、３ですけれども、前夫の否認権の制限を設けるという点です。こちらについては、

母が前夫との婚姻中に第三者の提供精子を用いた生殖補助医療により懐胎をしたというケ

ースですけれども、当該生殖補助医療への同意を与えたのが、施術の当時現に婚姻してい
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る前夫ではなくて、再婚後の夫となるべき者であったというふうなケースで、前夫は、再

婚後の夫の子との推定を否認できないという規律を置くこととしてはどうかという提案に

なります。もちろん、ここでも子の利益を害することが明らかか否かという要件で対応す

ることが可能であるといえる一方で、このケースで申しますと、再婚後の夫、子、それか

ら母は、①の規律によって否認できないということが明記されていることから、前夫につ

いても同様に明文の禁止規定を置く必要があるのではないかという問題意識によるもので

す。 

  もっとも、生殖補助医療に対する医療行為の規制に関して、日本産科婦人科学会の会告

などでは、第三者の提供精子を用いた人工授精は法律上の夫婦に限られておりますので、

こういったこととの関係上、親子法制の中で明文でこのような規律を置くことの当否とい

うのも問題になってこようかと思いますので、この点について特に御意見を頂戴したいと

考えているところです。 

  長くなりましたけれども、第３及び第４の資料の説明は以上となります。 

○大村部会長 ありがとうございました。 

  主な修正部分については下線が施されているということでしたけれども、まず、第３に

ついては４ページの④の部分、２か所あったかと思います。下線が引かれているうちの下

の方ですけれども、前夫の否認権行使の要件について、前回とは異なる文言がここで用い

られているということです。前回までの案につきましては、以前から現行の嫡出推定制度

との関係で懸念が示されていたところでもありますので、そうした観点から文言を改め、

かつ、それに伴って生ずるであろう難点について、検討した結果をお話しいただいたと理

解をいたしました。それから、上の方の下線は、前夫の定義をこのようにすることによっ

て、これも前回提示されていた御疑問に答えると、いう御趣旨だったと思います。 

  １３ページ、第４の方につきましては、②に下線を引いた提案がございます。ここでも

前夫の否認権の問題が問題になりますけれども、幾つかの問題のうち、あるものは、先ほ

どの４ページの④の文言を書き換えたことによって、そちらに吸収することができるので

はないか、他方、今残っている部分については、他の規定とのバランス上、ここにこうし

た形で書いた方がいいのではないかということだったかと思いますが、その必要はないの

ではないかという御意見もあろうかということで、その辺りについて皆様の御意見を伺い

たいということだったかと思います。 

  以上のようなことでございますけれども、私が今、申し上げた点以外の問題も含めまし

て、皆様の方から御質問、御意見等があれば頂戴したいと思います。よろしくお願いいた

します。 

○棚村委員 前夫の否認権のところの修正のところで、今回は生物学上の父子関係を特に要

件としないというところで、補足説明のところに書かれている点について、少し表現なり

を工夫をされた方がいいのではないかと思います。つまり、生物学上の父子関係が前夫と

子との間にあること、要するに、前夫の否認権を認める根拠をどこに求めるかというとき

に、当然の前提になっているので改めて規定する必要もないというようなことなのかとも

言えますが、生物学上の父子関係の存在というのはかなり重要な要素であるというような

ことが分かるような説明をしていただいた方がいいのではないかと思っています。 

  特に、ＤＮＡ鑑定等、遺伝情報の利用につきましては、海外ですと、かなりセンシティ
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ブな情報ですし、その利用をめぐって包括的な規制なり立法がされているという事情があ

ります。これに対して、水野委員もいつもおっしゃるのですけれども、日本は遺伝情報に

ついて立法的規制をしていないので、結果的にはＤＮＡ鑑定等が濫用されるというか、私

的に簡単に使われてしまって、そこで血縁上の関係とか生物学上の関係が強調されること

の弊害が大きいと思います。 

  もっと抜本的に遺伝情報等の利用についてきちんとした議論をして規制すべきであって、

ここでは少なくとも生物学上の父子関係というものとか、父による懐胎でないとかという

遺伝的な、生物学的な要素というのは、実親子関係の決定の要素としてはかなり重要なも

のだと思うのです。つまり、生物学的な関係が基礎にあって、それが社会的親子関係とか、

婚姻制度とか、あるいは子どもの利益という、そういう要素で修正をされるというような

考え方がベースにあるのではないかと思うのです。 

  ですから、どういうふうに表現するかはお任せしますけれども、血縁上、生物学上の関

係というものが基礎にあるのではないという誤解が生じないような形で、前夫の否認権と

いうのは、生物学上の父子関係と、それから子どもの利益ということで、積極的な要件と、

むしろ消極的に制約する要件ということで議論をされてきたので、積極的な要件の方はむ

しろ当然の前提なのだということの理解に基づき、わざわざ規定する必要がないという趣

旨で書かれるのであれば、賛成はしたいと考えております。ただ、説明のところは少し工

夫しないと、生物学上の関係と子どもの利益が対立した形で、どちらで行くのかというこ

とについての規律なり基準だとかいう、誤解を生まないような表現ぶりにした方がよろし

いのかなというのが意見です。 

○大村部会長 ありがとうございました。４ページの④の要件の修正について御意見を頂戴

いたしました。結論には御賛成いただけるということで、説明の中で、父子関係の決定に

係る要素の関係について誤解が生じないような注意をしていただきたいという御要望を頂

きました。ありがとうございます。 

○垣内幹事 どうもありがとうございます。本日の資料の４ページの④の下線が二つ付いて

いる部分に関しまして、若干の発言をさせていただければと思います。 

  こちらの、まず実体要件の方、本日の資料ですと、その否認権行使が子の利益を害する

ことが明らかでないときに限りとする修正に関してですけれども、この点については、私

自身は前回御提案をされていた、前夫によって懐胎されていたかどうかということを直裁

に問題とする要件設定についても、これはあり得る提案ではないということで賛成の意見

を述べたように記憶をしておりますので、その観点から見て、本日のこの修正についてど

う考えるべきかということを考えました。 

  結論としましては、本日の御提案のような考え方、規定の仕方もあり得るのかなと感じ

ております。その点に関する資料の補足説明で、７ページページから８ページにかけての

辺りで御説明を頂いて、先ほども御説明が口頭でもあったところですけれども、私自身は

８ページの最初の段落に書かれている、懐胎の事実を問題とするということが現行の嫡出

推定制度の本質に変更を生じるものといえるというところについては、そこまで言わなけ

ればならないものかどうか、そこはいろいろ議論があり得るのかなと考えており、前回の

ような御提案でも嫡出推定制度の本質に変更が加わったとまではいえないという理解もあ

り得るかなと感じておりますけれども、他方で本日の御説明の中で重要と思われましたの
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は、８ページの１２行目辺りからの段落でしょうか、前夫が否認権を行使する場合に、子

ないし母が特段それに反対をしない、むしろ異議がなくて、前夫にそれをやってもらうと

いうことについて反対の意思を示していないというような場合についてまで、前夫により

懐胎されたものであるということを必ず証明しなければならないとまでする必要はないの

ではないかということは、これはそのとおりではないかと感じたところです。 

  その関係で、後の方の、これは１０ページの第２段落の辺りになりますでしょうか、そ

うではなくて、子や母が異議を述べているというような場合については、これは基本的に

はやはり前夫によって懐胎されたものであるということが認められるような場合に限って

前夫の否認権行使が認められるということなのであれば、これは前回の提案の趣旨も十分

に反映されているということになると思いますし、また、法文の表現としても、従来の考

え方からの乖離が少ないということになるかと思いますので、こういうことでよろしいの

ではないかと考えたところです。 

  それから、原告適格に関する一つ目の下線部に関してですけれども、こちらも解釈とし

ては、恐らくＡ、Ｂ、Ｃと順次婚姻がされているという場合に、ＡがＣだけを訴えるので

はなくて、ＢとＣを併合して被告とするのでなければ適法な訴えと認めるべきでないだろ

うという考え方については、おおむね認識が共有されていたところかと思いますので、そ

のことの表現としてこのような形で表現できるのであれば、こういう文言を設けることは

規律の明確化に資するのではないかと考えまして、これも賛成したいと考えております。 

  なお、その訴えにより子の父と定められることとなるということの意味内容としまして、

これは、訴えが認められれば父と定められることとなるということなのか、実際に認めら

れるところまで必要なのか、それとも、そういう訴えを提起していればいいのかというこ

とが解釈上、問題になり得るところかと思いますけれども、私自身はこの前夫の原告適格

というのは、訴えが認められれば自分が嫡出推定を受けることとなる地位を主張するとい

うところにあるものと考えられますので、そういう訴えが、つまりＡ、Ｂ、Ｃと来た場合

であれば、ＢとＣに対して併合して訴えが提起されている限りは、この訴えは適法であっ

て、あとは本案の問題として、請求を認容すべきか棄却すべきかということで実体判断を

すればよろしいのではないかと今のところ考えております。 

  この点については、この文言をどう読むかということに関して、今の文言ですと、その

いずれとも読めるという部分もあろうかと思いますので、もし事務局の方で特定のお考え

があるのであれば、それについて御教示を頂ければと思いますし、この点の理解について

認識が共有できるのであれば、その点は、こういった文言で仮に立法された場合には、説

明等を十分にしていただくということが考えられるのかなと思っております。 

○大村部会長 ありがとうございます。４ページの④の下線部２か所について御意見を頂き

ました。下の方につきましては、このように書き改めることにも理由があるのではないか

ということと、従来の議論との整合性という観点から、これでもよいのではないかという

御意見を頂戴いたしました。それから、上の下線部につきましては、これでよいというの

が前提だったかと思いますが、解釈論上の疑義が生じるのではないかということで、それ

について垣内幹事の方からお考えをお示しいただきましたけれども、事務当局の方でもし

何か考えがあるのであればという御質問も頂きましたので、この点について事務当局の方

からお答えを頂ければと思います。 
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○小川関係官 先ほど垣内幹事から御指摘いただいた点につきまして、事務局としては、訴

えが提起されてさえいれば、あとは実体の問題として整理するという考え方と、結論とし

て、Ｂとの間に血縁関係があって、Ｂの方の否認が認められないときには、Ｃに対する訴

えが不適法となるという考え方と、いずれも成り立ち得ると考えていたところです。この

点については、もし可能であれば、本日御議論いただきたいと思っているところです。あ

と、先ほど垣内幹事から御指摘いただいた点も踏まえまして、もし何か方向性が示せるの

であれば、事務局として次回までに少し検討させていただければと思ってる次第です。 

○大村部会長 ありがとうございます。今の点につきまして、何かもし御意見があればお願

いいたします。 

○窪田委員 今の垣内幹事から御指摘があった部分について、少し確認だけをさせていただ

きたいと思います。Ａ、Ｂ、Ｃという夫が３人いて、ＡがＣだけを訴えるということは基

本的にできないというのがこの規定で示されていると思うのですが、ＢとＣを併合したら、

２人を訴えたら訴えを提起することができるというのは、この規定からうまく説明できる

のでしょうか。この規定だと、Ｃに対してＢが訴えを提起することはできるし、その訴え

が認められた場合には、今度はＡがＢに対して訴えを提起することができると思うのです

が、Ｂに対する訴えというのは、今現在Ｃが夫であるという位置付けである場合には、こ

の要件に該当しないので、そもそもＣに対する訴えはできないはずですから、ＢとＣを併

合したらできるというのは、結論自体としては、前回までの議論でも、ＢとＣを２人とも

相手にするのだったらできてもいいよねというのは、多分ここについては余り大きな違い

はなかったと思うのですが、この表現ぶりでそれが適切に示されているのかという点だけ、

少し気になったものですから、教えていただけますでしょうか。 

○小川関係官 併せて訴えを提起できるかという点につきましては、まず、ＡからＣに対す

る嫡出否認の訴えについては、父と推定されているので、当然できることとなり、Ｂに対

する訴えについても、Ｃの子であるという推定が否認されることを条件として、Ｂの子で

あるとの推定を否認するという条件付きの判決を求める形で、訴え提起することが訴訟上

可能であると考えております。その前提で、「その訴えにより」とさせていただいている

ところで、ＡがＢ及びＣに対してそれぞれ嫡出否認の訴えを提起しているということであ

れば、今申し上げた二つの訴えの結果としてＡが子の父と推定される結果になりますので、

前夫としての原告適格は満たすといえるのかなと考えております。これに対して、Ｃに対

してのみ訴え提起した場合には、その訴えが認容されたとしてもＡが子の父と推定される

ことはありませんので、前夫には当たらないということで、訴えが不適法になると考えて

いたところです。 

○窪田委員 私がうまく理解できていないだけなのかもしれませんが、Ｃだけを相手方とし

て訴えた場合には、１２ページの説明にもありますけれども、基本的にできないというこ

とになるわけですよね。Ｃに対する訴えが仮に認められて、Ｂについて嫡出推定がなされ

るということになると、Ｂに対して訴えることができるのですが、現時点でいうと嫡出推

定がされているのはＣだけですよね、そうだとすると、Ｂ、Ｃ、２人に対して被告にすれ

ばできるのかというのは、それほど明確ではないのかなという気もします。気になってい

るのは、例えば、Ａは実際上はやはり血縁関係があって、というようなケースにおいて、

その場合にＡが訴えを提起するというのはさほどおかしくない感じもするのですが、その
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ときにＢとＣを両方とも相手方にしてということも分かるのですが、そのことがこの規定

でうまく示されているのかなというのが少し気になるものですから、確認したということ

です。 

○大村部会長 ありがとうございます。先ほどの垣内幹事の御発言の中にも、この規定で読

めるならばといった留保がされていたと思いますが、もし追加の御発言があれば、垣内幹

事にお願いしたいと思います。 

○垣内幹事 ありがとうございます。今の御質問というのは結局、この文言で提案されてい

る、「その訴えにより」というところの「その訴え」をどう読むことができるのかという

問題に帰着するのかなという感じを今、御質問とお答えを伺っていて、感じました。私は

これで読めるのかなと考えていたところで、というのは、その訴えというのは、Ａ、Ｂ、

Ｃの事例ですと、ＢとＣを共同被告として一つの訴えを提起すると、その中で、Ｃに対す

る嫡出否認請求とＢに対する嫡出否認請求が請求として定立されているという場合であれ

ば、この訴えによってＣ、Ｂに対する請求が認められれば、最終的にＡに嫡出推定が生ず

るということになるわけですので、この文言に当たるということになるのかなと。 

  先ほど窪田先生がおっしゃられたのは、そうではなくて、「その訴え」というのが、Ｃ

に対する訴えというのとＢに対する訴えというのをそれぞれ別個に考えて、それぞれがこ

の文言に該当するかという形で考えていくと、うまく説明が付かない場面が出てくるので

はないかと、そういう御趣旨なのかなと伺ったのですけれども、そうしますと問題は、

「その訴えにより」ということで、先ほど私が申し上げたような趣旨が、これは法制執務

上ということなのか分かりませんけれども、うまく表現し得ているのであれば、こういう

ことで趣旨が表現されているけれども、そうなのかどうかということなのかと思います。

私は、文言の使い方そのものについては事務局に検討いただくほかないかと思いますけれ

ども、私自身の理解は以上です。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

○小川関係官 事務局としては、先ほど垣内幹事が御説明いただいたように、「その訴え」

という文言で、併合して訴えを提起したようなケースは、その併合した２つの訴えを指す

ものと理解をしておりました。法制上もそれで問題ないのかなと現時点では考えていると

ころですけれども、窪田委員の御指摘も踏まえまして、もう少しこの点は検討させていた

だきたいと思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。仮にこれで読めるとして、やはり多少読みにくいと

ころもあるかと思いますので、より紛れのないような表現で可能なものがないかというこ

とも含めて、見直していただくということでよろしいでしょうか。では、これについては

そのようにしていただければと思います。 

  そのほかはいかがでしょうか。 

○窪田委員 それでは、もう一つ発言させていただきたいと思います。 

  今回、基本的には血縁関係があるということを実体法上の要件、あるいは手続法上の要

件としては設けないという方向で行くということで、その部分についての説明について私

自身は十分に理解できました。従来からも懸念があったところだろうと思いますので、適

切なのだろうと思います。その上で、私自身がずっと気になっていたのは、否認権の行使

が子の利益を害することが明らかでないときというのがうまく要件立てできているかどう



 - 11 - 

かという点なのですが、これはもうずっと今まで議論してきても、なかなかそれをうまく

表現できるいい対案というのがなかったのだろうと思います。私自身もそのいい対案とい

うのは持ち合わせておりませんので、最終的にはもうこうした方向で行くということで、

仕方がないというと余りにも消極的な言い方になってしまいますけれども、あり得るのか

なと思っております。 

  ただ、その上で、先ほどからも出ておりますように、具体的に子の利益を害することが

明らかであるかどうかというケースとして、血縁関係の有無を問わず、正しく嫌がらせで

やっているようなケースというのはもう、子の利益を害することが明らかだし、一方で、

嫌がらせの意図ではないのかもしれないけれども、血縁関係があるのかないのかで、やは

り評価の仕方というのは変わってくるのだろうと思います。本来の筋道としては当然、条

文の中でそういうことをうまく示すということが必要になると思うのですが、実際に書き

表すのは非常に難しいのだとすると、これが本筋のやり方ではないということは十分に理

解しているのですが、答申を出した際の補足説明とかで、やはりこの部分についてはやや

詳しく説明していただく方がいいのではないかと思います。そうではないと、非常に単純

に見ると、子の利益を害するうんぬんというのは非常に表面的な要件にしか読めないもの

ですから、そうした血縁関係の有無というのも含めて問題となり得るのだということを、

やはり適切に書いてもらう方がいいのだろうと思います。 

  更に少しだけ追加させていただきますと、多分、血縁関係がある場合にどうなのか、血

縁関係がない場合にどうなのかというのもあるのですが、血縁関係があるかどうか分から

ない場合、例えば、否認権を行使したのだけれどもＤＮＡ鑑定に応じようとしないという

ようなケースとか、そうした場合、一体どういうふうな形で評価されるのかというのは、

少しまだ見えてこないところがあるのだろうと思います。これを詳しく書き切るというの

は難しいと思うのですが、その上で、次の質問につながるのですが、ここではその否認権

の行使が子の利益を害することが明らかでないときに限りという、否認権行使の要件の中

でこういうふうに説明されているのですが、書き方としては、例えばただし書において、

子の利益を害することが明らかである場合にはこの限りでないとかという書き方をする場

合もあると思います。これは人事訴訟ですので、厳密な意味での一般的な立証責任の話に

なるのかどうかも分かりませんが、書き方によって、ひょっとしたらそういう位置付けが

変わってくるのかなというふうな気もします。これについては、こうしてくれということ

ではなくて、一度御検討いただければ有り難いという希望です。 

○大村部会長 ありがとうございます。４ページの二つ目の下線部の方ですけれども、この

ように文言を改めるということについては、中間試案の乙案に対して寄せられたような疑

問ないし懸念というのも出てくるところで、それに対するお答えも先ほどの事務当局の説

明の中に入っていたかと思います。そうではありますけれども、しかし出来上がったとき

に、これが何を意味するのかというところがやはりはっきりしないのではないかというこ

とで、中身を説明した方がよいのではないか、少なくとも補足説明等においては説明して

おく必要があるのではないかということと、書き改めるとして、現在の書き方がよいのか

という御質問を頂いたと思います。御質問の方を中心に、もしお答えいただければお願い

いたします。 

○小川関係官 まず、補足説明であったり、あるいは、仮にこのまま法律としてなった際の
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解釈の疑義が生じないように適切に周知する必要があるというところは御指摘のとおりか

と思いますので、事務局としてできる限り対応させていただきたいと思います。 

  それから、血縁関係があるかどうかが分からないような場合についてですが、現時点で

方向性を出すことは難しいのではないかという御指摘もございましたが、事務局としては、

血縁関係があるかどうか分からない場合は、子や母が前夫の否認権の行使について異議を

述べていないといった事情がない限り、将来的には前夫の子であるという推定が否認され

るおそれが残ってしまうということになりますので、否認権の行使が子の利益を害するこ

とが明らかでないという要件には当たらないのではないかと考えていたところです。 

  最後の、ただし書に回してはどうかという御指摘や、そもそもの文言の表現ぶりを見直

してはどうかという点については、この表現で書き表せているのではないかと考えている

ところではあるのですけれども、もし、より趣旨が明確になるような書きぶりというもの

があれば、そういった形で見直すということもあり得ると考えております。もし何か具体

的なものがあれば、御意見いただけると大変有り難く存じます。 

○窪田委員 いえ、特に持ち合わせているわけではありませんので、御検討いただければと

いう趣旨だけでした。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

○木村幹事 ありがとうございます。本日も先ほど来、裁判規範としてどうかと、否認権の

行使が子の利益を害することが明らかでないときと、この要件について、裁判規範として

というような観点に近いところから御議論いただいているところかと思います。ですが、

裁判所としましても引き続きといいますか、この要件につきまして懸念等、あるところで

もございますので、補足説明で記載されていることを踏まえまして、幾つか確認等をさせ

ていただければと思うのですけれども、まず、９ページの３１行目以下に、子や母が前夫

を父とすることに異議を述べている場合には、端的に言うと、子と前夫の血縁関係がある

かという事実についても考慮されるといった旨の記載があると思うのですけれども、こう

いったことを前夫との血縁関係について考慮すべき趣旨としましては、一つ目として、例

えば、血縁関係のある父による養育が子の利益にかなうと考えられることを前提に、血縁

関係の有無が前夫の子を養育する意思の表れと考えられるということ、二つ目として、否

認権行使の結果、子の父と推定されることとなる前夫に対して、将来更に否認権行使がさ

れて子の地位が不安定になるといったことがないようにするというような二つぐらいのポ

イントがあるように考えられたところなのですけれども、そのような理解でよろしいかと

いうこと。 

  次なのですけれども、この前夫の否認権の行使が子の利益を害することが明らかでない

とき、この要件の該当性判断に当たっては、正にこの１０ページ３行目以下に書いてあり

ますとおり、前夫が子の父として自ら養育する意思があることを基礎付ける事情を主張立

証すべきこととなり、子や母が異議を述べていないなどの事情のない限り、子が前夫によ

って懐胎されたものであることを明らかにしなければならない。また、これに加え、その

訴えが嫌がらせ等の目的によること等も主張立証の対象となるが、これらの事実の存否が

審理の中心となるというようなことがあります。こういった解釈ですけれども、提案され

ている要件自体から、その文言から当然のように導き出されるものとは言い難いところも

あろうかと思います。先ほど窪田委員の方から、要件の関係で、答申等に詳しく御説明と
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いったような話もございましたけれども、正にそういったことが必要なのかなというとこ

ろがあります。法施行後の解釈、運用に混乱が生じないようにということで、この点の解

釈についての説明といったところを立法担当者解説に記載するなど、具体的な形で説明し

ていただけるということがよいのかなと思います。 

  また、前夫が子の父として自ら子を養育する意思があることを基礎付ける事情といった

ところもあるのですけれども、補足説明で書かれているこういった事情、基礎付ける事情

ですね、これも具体的にどういったことを指すのかというところ、９ページの方で養育能

力とか養育環境の比較という問題にはならないといったようなことも書いてあるのですけ

れども、ここに前夫の養育能力や養育環境、そういったことが含まれないと考えてよいの

かというところですね、あと、訴えが嫌がらせ等の目的によること等も主張立証の対象と

なるということで書いてありますけれども、審理の対象としましてはここに掲げられてい

るような事実の存否に限られると理解してよいのか、それとも、それ以外の事実も審理の

対象となり得るのか、そこら辺については御質問というようなところになろうかと思いま

す。 

  最後でございますけれども、窪田委員の方からも御指摘がありましたけれども、前夫な

いし、特に子でしょうか、ＤＮＡ鑑定に応じないということなどの理由によって血縁関係

があると認めるに足りない場合、このお示しになっている要件との関係ではどうなるのか

といったところにつきましては、関心があるところでございますので、裁判所の立場とい

うか、私の方からもこの点を指摘させていただきたいと思います。 

  長くなりまして恐縮です。以上でございます。 

○大村部会長 ありがとうございます。先ほどから出ておりますけれども、新たに提案され

ている要件について、やはり様々な形で詳しい説明が必要なのではないかという御要望な

いし御意見を頂きました。それとの関係で、具体的な質問も幾つか含まれていたと思いま

すので、ここでお答えできるものがあれば、事務当局の方でお答えを頂ければと思います。 

○小川関係官 まず１点目が、子の利益を害することが明らかという要件の中で、子が前夫

によって懐胎されたことを重視すべきという根拠としては、御指摘のとおり、血縁関係の

ある父によって養育されること自体が子の利益に合致するのだということと、もう一つ、

前夫の子であることが将来的に子や母によって否認されるということが子の利益を害する

という、二つの要素があるという理解でよいかということでしたが、基本的にはそういっ

た形で理解でよいかと考えております。 

  次に、前夫が子の父として自ら子を養育する意思がどのように判断されるかという部分

ですけれども、その意思を有しているかどうかは、前夫がそういうふうに述べているとい

うところだけで判断されるものではないとは考えておりまして、客観的な事実関係に照ら

して、養育する意思を有していると認められるのかどうかという観点から判断されるのだ

ろうと考えております。そして、血縁関係がないというケースについては、やはり前夫が

幾ら、自らが子の父となりますと述べていたとしても、その養育する意思を有していると

いうのは基本的には認められないのではないかと考えているところです。 

  さらに、前夫の否認権の行使が子の利益を害することが明らかでないときという要件は、

これ自体が抽象的な要件であるということは御指摘のとおりなのですけれども、資料にも

書かせていただいたとおり、ここで子の利益が害されるとしていることの実質としては、
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先ほど述べたような観点、特に、子から子を養育する意思を有する、推定されている父と

いうのが一切奪われてしまうというふうな事態をいうものと考えられますので、一つには、

先ほど申し上げた子を養育する意思という点が一番重要な要素となり、その中で特に重要

な事情として、血縁関係があるのかどうかが対象になります。その上で、嫌がらせ目的の

有無というところも当然、審理の対象になるというところで考えており、養育環境の比較

というのは、資料にも書かせていただいているとおり、これ自体が決定的な要素というこ

とにはならないと考えておりますので、審理の対象ということで申しますと、この１０ペ

ージの３行目以下の部分の段落で書かせていただいているような対象に限られることにな

るのではないかと、事務局としては考えている次第です。 

  最後、ＤＮＡ型鑑定に応じない等で血縁関係があるかどうか不明の場合については、先

ほど窪田委員の御質問に対しても申し上げたところではございますけれども、事務局とし

て現時点で考えているのは、将来的に前夫の子との推定が否認されるおそれが残るという

ことになりますので、この否認権の行使が子の利益を害することが明らかでないという要

件は満たさないことになり、否認はできないという結論になるのではないかと考えている

ところです。 

○大村部会長 ありがとうございます。大森幹事、どうぞ。 

○大森幹事 今の点につきまして、基本的には、先ほど窪田先生がおっしゃった点、また裁

判所が御指摘された点と重なります。補足説明でもう少し判断資料として分かりやすいよ

うに工夫をしていただければと思います。その上で、窪田委員も指摘されておりましたが、

部会資料４ページ目④の「子の利益を害することが明らかでないとき」という表現ですと、

血縁があるのかどうかが真偽不明な場合は、害することが明らかとまではいえないという

ことになり、この要件に該当してしまうことにもなってしまうのではないかとも思います。

そのため、この表現でいいのかという点に関しては、例えばですけれども、「子の利益を

害さないことが明らかなとき」とすれば、真偽不明の場合はこの要件を満たさないという

ことになり、前夫の否認権が認められないという結論になって、よろしいのではないかと

思いました。一つの御提案として申し上げます。 

○大村部会長 ありがとうございました。④について様々な御意見を頂いております。全体

として、これに反対という御意見は今までのところ、なかったかと思いますけれども、そ

の中身を明らかにするということと、文言をよりよいものにするということが考えられる

のではないかという御意見をいただいております。下の方の下線部については、直前に大

森幹事の方から具体的な御提案も頂いたところでございます。④の方について、さらに御

意見があれば頂戴したいと思いますが、併せて１３ページの第４の方につきましても、何

か御発言があれば頂きたいと思います。どちらの点でも結構ですので、お願いをいたしま

す。 

○髙橋委員 ありがとうございます。生殖医療との関係で少し発言させていただきたいと思

います。 

  今、生殖医療ではない場面について、血縁をめぐってＤＮＡによる立証があるか、ない

かとか、真偽不明とか、なかなか難しい場合について議論がされていると思いますけれど

も、生殖医療の場合は、血縁に当たる親子関係を基礎付けるのは父親の同意ということに

なると思います。ただ、同意と血縁とを比較しますと、同意というのはやはり、かなり曖
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昧な部分があるのではないかと思います。例えば、同意はしたけれども、それは無効だと

か、手続にのっとっていないとか、あるいは同意をした生殖補助医療、これがルールにの

っとったものかとか、あるいはそうでないかとか、争いがぼやけてしまうというか、広が

ってしまうというか、血縁のように明確に結論が出ないような部分があるのではないかと

思います。証拠として同意書を出すとか出さないとかということも関係あるかとは思うの

ですが、こちらに関しましても、将来子どもを養育する父親が、振り返ってみたら誰もい

なくなってしまうというようなことは回避するような、少し補足説明といいますか、その

ようなものがあればと思うのですが、お願いできますでしょうか。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

○小川関係官 御意見としては、現状の案でもよいということでよろしかったでしょうか。 

○髙橋委員 はい、そういう趣旨です。 

○小川関係官 ありがとうございます。まず、前夫が婚姻中に同意をしていたようなケース

で、前夫が再婚後の夫の子であることの推定を否認したいというふうな場面に関して申し

上げますと、先ほどの自然懐胎の場合にも近い話になってくると考えています。すなわち、

子が前夫によって懐胎されたという事実が子の利益を害するかどうかという判断の中で、

それなりに重要な位置付けになると考えておりますので、前夫の同意という点についても

同程度に重要なものとして位置付けることができると考えられます。逆に言いますと、同

意をしていない前夫がそういった形で訴えを提起してくるということの場合には、子の利

益を害するものであって認められないという方向性になろうかと考えており、この辺りは

補足説明等の場でしっかりと説明し、部会ではこういった理解で議論がされていたという

ことを明らかにする必要があろうかと思っているところです。 

○髙橋委員 ありがとうございます。 

○大村部会長 ありがとうございます。髙橋委員の方から、同意というものに様々なものが

あって、なかなかそれを一律に扱うのも難しいので、その辺りのことについてもという御

趣旨の発言もあったかと思いますけれども、そうした点も含めて、生殖補助医療について

も説明の方を工夫していただくということかと思います。 

  今の、御発言は、ここの提案について賛成するという前提での御発言ということでした

けれども、ほかの委員、幹事から、第４の現在の②の提案につきまして、何か御発言があ

れば頂きたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○中田委員 第４の②を置くかどうかについては、幾つかの考慮要素があると思います。御

説明は、第４の①で夫と子と妻についての規律を置くのだから、それとバランスをとるた

めにも、前夫からの否認についても認められないという規律を置いた方が明確になるだろ

うという、主として法制的な観点だと思います。他方で、②のケースがあり得るというの

は、極めてまれなケースであるだけでなくて、これは行為規制の方に逆に影響してしまう

のではないかという気もします。事実としてそのような場合があることを認めているとい

うことを前提とすることにならないか、そのような問題はないかという可能性もあります

ので、法制的な観点からの考慮と、それから、事実として行為規制の方に逆に影響してし

まうということの懸念と、その辺りのバランスの問題かと思いました。制度としては、子

の利益を害することが明らかでないという方で読み込めると思いますので、規定としては

なくても足りると思うのですが、今申し上げたようなバランスで考えることかなと理解い
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たしました。 

  それから、ついでで申し訳ないのですが、４ページの④の二つのアンダーラインのとこ

ろについてですが、これは前回、水野委員からＤＮＡ鑑定が表に出ることについての懸念

を示されたことについて、事務当局の方で検討していただいた結果、こういうことになっ

たということで、非常に私は高く評価し、感謝しております。ありがとうございます。そ

の上で、要件の立て方として、明らかでないという消極的な事実を積極要件として置くと

いうことの難しさがあると思うのですけれども、そもそもこの場合には真偽不明というこ

とはないという理解でよろしいのかどうか。それから、先ほど血縁について真偽不明の場

合はどうかという御発言があったのですが、血縁についての真偽不明というのと、明らか

でないことについての真偽不明というのは、少しレベルが違うような感じがいたします。

その真偽不明ということの内容について、整理して御紹介いただければと思います。 

○大村部会長 ありがとうございました。１３ページの②については、なくても前の方の規

定で読めるだろうということを前提とした上で、あった方が①との対比でよいという要素

と、それから、行為規制に影響が及ぶかもしれないという要素とを勘案して判断するとい

うことになるのではないかとの御指摘を頂きました。 

  それから、④については、下線部の二つ目について、真偽不明に幾つかの場合があるの

ではないかという御質問を頂いたところです。御質問については今もしお答えがあれば、

お答えを頂き、整理が必要であれば整理をしていただくということにしたいと思いますが、

小川関係官、よろしければどうぞ。 

○小川関係官 厳密なところは、次回までに整理させていただければと思いますけれども、

その否認権の行使が子の利益を害することが明らかでないときという要件自体は、一種の

規範的な要件であるとは思いますので、その規範的評価自体が真偽不明になるということ

は想定されないのと考えております。他方で、その前提となる事実、例えば、先ほど申し

上げた血縁関係の有無という事実は、正に事実という形になりますので、ＤＮＡ型鑑定に

応じないということで真偽不明になるということも当然あり得ると理解していたところで

す。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

○久保野幹事 第４の②につきまして、意見と質問になります。 

  意見は、今の中田委員の御指摘のうち行為規制に与える影響を考えますと、②を定める

ことについては消極に考えた方がいいのではないかと思います。自然生殖とは異なる、意

図的といいますか、積極的といいますか、そういう性格の強い子の懐胎の方法であります

ところ、それを行うということを事実としてでも想定して法文に入れるということの影響

は大きいのではないかと懸念いたします。 

  もう一つが、そうでありながら、②についての質問なのですけれども、特例法に関する

誤解があるかもしれなくて申し訳ないのですが、この②の想定しているケースで、１４ペ

ージの２８行目辺りから書いてある、再婚後の夫が嫡出否認をすることができないという

この結論は、どのようにして導かれるのかというところを確認をさせていただければと思

います。①だと、夫の同意を得てというのが懐胎時に生殖補助医療を使って懐胎するとい

うことの同意だとすると、①に入らないのではないかということが疑問が生じ、混乱して、

確認をさせていただくものです。よろしくお願いします。 
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○大村部会長 ありがとうございます。１３ページの第４の②について、中田委員が出され

た御懸念を共有されるということで、この規定をあえて置かない方がよいのではないかと

御意見を頂戴いたしましたが、それとは別に、②に関する説明について御質問を頂いてお

りますけれども、これはどうしましょうか。 

○小川関係官 ２点目の御質問の部分ですけれども、この資料は、再婚後の夫というのが①

の規律でいう、「夫の同意を得て」の「夫」に該当するという理解を前提に書かせていた

だいております。もっとも、現行法の解釈に関わる部分であり、御指摘を受けて改めて考

えてみますと、この「夫」というのが出生の時点で夫になっていればよいのか、それとも

施術や懐胎時の夫であることを要するのかという点は、恐らく解釈論として両方あり得る

のだろうと思いますので、施術や懐胎時の夫であることを要するとの見解を採った場合に

は、この再婚後の夫というのも①の規律には引っ掛かってこないということも当然あり得

るかと思います。申し訳ございませんが、この部分は若干、現行法の解釈の選択肢を踏ま

えると、記載ぶりが不正確であったかと思いますので、少し検討させていただきます。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

  ほかにはいかがでございましょうか。 

○佐藤幹事 先ほど、４ページの④のところで、真偽不明のときにどうなるかということで

幾つか御質問を頂きまして、事務当局として考えておりましたところは、小川関係官から

御説明申し上げたとおりでございます。実質的な規律としまして、評価根拠事実、一定の

評価を根拠付ける事実としての生物学的な父子関係の存否が明らかでない、真偽不明にな

った場合に、その場合には否認することができない、この要件を満たさないという実質の

ルールについて御説明を申し上げたところなのですが、むしろ真偽不明であっても否認す

ることができるという実質ルールにすべきだというようなご意見がもしおありであれば、

確認をさせていただきたかったところでございます。法制的にどういう書き方ができるか

はまた考える必要はありますけれども、生物学的な父子関係の存否が明らかでないときに

否認できるのか、できないのかというところ、価値判断的なところかとは思いますけれど

も、私どもはできないということで考えておったところではあるのですが、それで特段御

異論がないかどうかだけ、確認をさせていただければと思っているところでございます。 

○大村部会長 ありがとうございます。では、その点について御意見があればと思いますが。 

○窪田委員 基本的には今御説明していただいたような方向が十分に考えられるのだろうと

思うのですが、私自身は真偽不明のケースというので、否認を主張している元夫がＤＮＡ

鑑定に応じないという場合には今の説明がそのまま当てはまるのだろうなと思うのですが、

子の方がＤＮＡ鑑定に応じないという場合にも同じように考えていいのかというのがよく

分からないなと思って伺っておりました。是非こういうふうにしろという実質的判断を持

っているわけではないのですが、真偽不明にもかなり性格の違うものがあるのではないか

というふうな感じはいたします。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

  ほかに何か御意見があれば頂戴したいと思いますけれども。 

○髙橋委員 生殖補助医療に関する、また、意見なのですけれども、先ほど１４ページの２

番のところで、私は２番のこの部分について賛成という趣旨で先ほど意見を述べたところ

です。１４ページの３番、つまり、提案の②というところですが、これを付けるかどうか
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ということに関して、少しまた意見を述べさせていただきます。 

  このような規定を作ると行為規制に影響が出るのではないかという御意見があったと思

います。婚姻前から既に生殖補助医療を始めていて、婚姻して、出産が婚姻後だと。現在

のルールですと、法律上のカップルに対して第三者から精子が提供される生殖補助医療を

行うというルールになっているということですから、拡大してしまうような形で行為規制

の方に影響を与えるのではないかと、そういう御懸念があったのだろうと理解しています。

ただ、飽くまで自主規制ルールですので、日本産科婦人科学会の会告でのルールですから、

日本産科婦人科学会に加盟している産科医しか拘束できないものです。だから、産科婦人

科学会に入っていないような会員が行った生殖補助医療は、では、どうなるのだろうと、

事実婚にも対応するような生殖補助医療をやっていますと、もしそういう産科婦人科があ

った場合、生まれた子どもの地位はどうなるのでしょうかという問題が現実に出てくる可

能性もあると思います。 

  これは私の意見ですけれども、行為規制に違反して子どもが実際に生まれたとき親子法

制としてどう対応するかというのは、私は子どもの地位をやはり安定させるという視点が

重要ではないかと考えています。子どもの地位を不安定にさせることによってある種、制

裁を加えて、行為規制自体を守らせるようにするというのは、何か私は少し考え方として

問題があるのではないかと思っています。そういう意味で、行為規制ルールがこれからど

うなってくるのかよく分かりませんけれども、事実婚も含めるのか、あるいは事実婚を含

めないのか、仮に事実婚を含めないというような方向で国の行為規制ができたときに、実

際に産科婦人科がどう対応するのかとか、よく分からないところもあるのですけれども、

イレギュラーなケースもあり得ると思います。そういう場合に子どもの地位を守るという

ような、私はやはり少しそういう視点というのも考えておかないといけないのではないか

と、これは私の意見です。だから、この②の提案に必ずしも、私も現行法のルールを考え

ると少しぎこちないような部分は感じるのですけれども、これを置かないということにつ

いて積極的に意見を言いたいかというと、少しそこはちゅうちょするというところです。 

○大村部会長 ありがとうございました。行為規制のルールに従わずに生まれた子どもにつ

いてどうなるかということについて、子どもの地位の安定を第一に考えるべきではないか

という御意見を頂きました。その上で、第４の②をわざわざ削らなくてもよいのではない

かという御感触をお示しいただいたものと受け止めました。これがなくても前の方のルー

ルで対応できるのだといった御意見も先ほどから出ておりますけれども、しかし削るまで

のこともないのではないかという御感触であると承りました。ありがとうございます。 

○垣内幹事 ありがとうございます。一つ前の佐藤幹事からお尋ねのあった点についてなの

ですけれども、よろしいでしょうか。 

○大村部会長 結構です。お願いします。 

○垣内幹事 ありがとうございます。私自身は、先ほど事務局から御趣旨の説明があったよ

うな考え方を基本的に持っているということで、前夫によって懐胎されたということが明

らかでないというときには、これは否認ができないということでよろしいのではないかと

考えておりました。前回の御提案であれば、その点は非常に規律として明確に表現されて

いたということですけれども、今回の御提案でもその部分の実質は維持を基本的にはされ

ているということだと理解をしまして、先ほどはこれでよろしいのではないかと申し上げ
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たところです。 

  ただ、先ほど窪田委員から、子の側でＤＮＡ鑑定に応じないというような場合も考えら

れるという御指摘がありまして、確かにいろいろな事情で真偽不明になるということは考

えられるところで、今回の文言を前提にいたしますと、私は、子が拒絶しているというこ

とで直ちに真偽不明でも否認が認められるということにはならないだろうと考えておりま

すが、１００％、真偽不明の場合に必ず認められないことになるのかというと、要件とし

ては子の利益を害するというところに着目しているということですので、事件の具体的な

事情によっては、結論が変わることも絶対にあり得ないというものではないと捉えられる

のではないかと思いますけれども、しかし、基本的には真偽不明の場合には認められない

ということでよろしいのではないかというのが私の意見です。 

○大村部会長 ありがとうございます。先ほど事務当局の佐藤幹事の方からお尋ねがあった

件につきまして、窪田委員から御意見がありましたけれども、それを受ける形で垣内幹事

からも御意見を頂戴いたしました。 

  ほかに、この第３、第４、よろしいでしょうか。 

  第３、第４についても、いずれも提案について積極的な反対意見はなく、基本的には皆

様に御賛同いただいたと受け止めましたけれども、第３の４ページの④につきましては、

下線部２か所とも、説明の点や、その文言の点につきまして、幾つかの御指摘を頂きまし

たので、それらの点を改めて御検討いただきたいと思います。それから、１３ページの第

４の②につきましては、考慮すべき事情について御指摘が幾つかありました。これはなく

てもいいのではないかという御意見と、あってもよいのではないかという御意見がござい

ましたので、それも併せて更に御検討いただくということにさせていただきたいと思いま

す。 

  それでよろしいですか。ありがとうございます。 

  第３、第４までやりましたが、ここで１５分休憩いたしまして、１５時１０分から再開

をさせていただきたいと思います。 

  休憩をいたします。 

 

          （休     憩） 

 

○大村部会長 それでは、再開したいと思います。 

  休憩前に部会資料２２－２のうち第４まで御意見を伺ってまいりました。引き続きまし

て、部会資料２２－２で申しますと「第５ 認知制度の見直し等」ということで、１５ペ

ージになりますけれども、この部分について御意見を伺ってまいりたいと思います。まず、

事務当局からこの部会資料に基づいて御説明をお願いいたします。 

○古谷関係官 御説明させていただきたいと思います。お手元の部会資料２２－２の１５ペ

ージを御覧ください。 

  １５ページ、第５は認知の効力に関する規律になります。提案の骨子については従前と

同様でありまして、第５の１（１）が民法７８６条の見直しに関する規律、（２）が当事

者死亡時の人事訴訟法の規律、（３）が調停申立て後の当事者死亡時の家事事件手続法の

規律、ページが変わりまして、１６ページ２は国籍法の規律、３は胎児認知の効力に関す



 - 20 - 

る規律となっております。前回の提案からの主な変更点は下線部を引いているところであ

りまして、認知無効の主体に法定代理人を明記した点、また、胎児認知の起算点について

子の出生のときと明記した点になります。 

  具体的な規律について御説明させていただきます。１６ページの補足説明の２以降にな

りますが、以下では主体ごとに具体的な規律を記載させていただいております。２（１）

は、現行法上も主体として明文がある子について、未成年の子と成年の子に分けて整理し

ております。認知の無効の訴えについては、人事訴訟法第１４条により、未成年であって

も子本人が訴えを提起することは可能となっております。そうしますと、子本人から見た

認知無効の訴えや承継の規律が成年と未成年で基本的に異なるものではないということで

規律しております。その上で、未成年の子については親権者である母や未成年後見人につ

いて子に代わって訴えを提起できることについて、その権限行使の中身が代理か訴訟担当

かの解釈は置くとしても、民法７８７条に規定する認知の訴えの文言の書き方等も考慮し

て、子の法定代理人という文言を明記するという形で提案させていただいております。嫡

出否認の訴えに合わせて、未成年の子で親権を行う母がいない場合等について、現行法上

も特段の規律がないこと等も踏まえ、その点は解釈に委ねる趣旨で、規律としては御提案

させていただいておりません。 

  １７ページ１６行目以降になりますが、未成年の子については、子の承諾等が認知の要

件とされていないこともあることから、子が未成年である間に認知無効の提訴期間が経過

するという事案は一定数存在することも想定されるところになります。後に御議論いただ

く成年に達した子の認知無効の主張の訴えの特則とも関係ありますが、子本人がその訴え

をする機会が認められる場合には、子自身による適切な権利の行使が期待されるというこ

とになりますが、他方で、そのような特則が認められない場合は、現行の建前としては、

親権者の母等の法定代理人が適切に子の利益を代弁することが想定されるものと理解して

規律しております。 

  １７ページのイ、成年の子について、基本的な規律は未成年の子と同様となります。成

年の子の認知については成年の子の承諾が要件となっておりますところ、認知をした者の

認知無効の訴えと同様に、血縁関係がないことを知りながら承諾した子について認知の無

効の主張を認めるかについては、そこは解釈問題として残るということになると考えてお

ります。 

  １７ページのウ、胎児認知の起算点について、胎児認知の効力の発生が子の出生時渡海

されますことから、胎児認知についての認知無効の訴えの起算点を子の出生時としての規

律を提案しております。 

  続いて、１８ページ（２）認知をした者による認知の無効の訴えについてという規律に

なります。これまでも御議論いただいているところで、従前の規律を踏まえたものになり

ます。このうち１３行目の段落からの記載になりますが、承継関係で胎児認知をした者が

子の出生前に死亡した場合に、更に承継をする者、相続権を害される者との承継可能期間

が子の出生時後からでは短くなりすぎるのではないかというような御指摘を頂いたことに

なりまして、それを踏まえて事務局内部でも検討いたしました。この問題に関しては、嫡

出否認の訴え、人事訴訟法４１条、現行法でも問題とされているところであり、そのよう

な現行法４１条の解釈の状況ですとか、その後、これを同じような問題状況を踏まえて変
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更する立法事実があるかどうかということも併せて検討した上で、問題点としては理解し

つつも、従前の規律に合わせた形で、特に胎児認知の場合に特則を設けないという形で、

規律としてそろえる形にしております。そのほか、認知無効の訴えと嫡出否認の訴えをど

こまでそろえるべきか、認知をした者が認知の訴えをする場合の被告について、親権を行

う母の被告適格を設けるかについても、さらに問題としては検討の余地があるということ

も指摘しております。 

  続きまして、１８ページのイ、民法第７８６条以外の規律との関係について、不実認知

以外の規律について、前回までの検討を踏まえた方向性について記載しております。 

  １９ページの（注）に関しては認知無効中に形成無効と当然無効が両方含まれてくる可

能性がある中で、判決効についての規律として考えられるところを付記しております。 

  １９ページの（３）母による認知の無効の訴えというところですが、母は嫡出否認の訴

えの場合と同様に、固有の無効権者又は親権者としての無効権者としての資格が認められ

ることになります。この点について、母の認知無効の訴えの起算点について前回会議で、

母が知らないうちに父が認知し、母が認知を知ったときには提訴可能期間が経過している

可能性があるという問題点が指摘されました。 

  部会資料１９ページの３５行目以下にもあるとおり、現在の戸籍制度において、認知の

届出を母に通知する等の制度的な担保があるわけではなく、指摘された問題点というのは、

これも生じ得ることは否定できないということで理解しております。ただ、認知届の受理

について、母の協力がないと明らかではない事項について記載を求めている点、また、制

度全体のバランスの問題として、認知をした者、また子が争っていない状況で、更に母が

それを覆すことを許容するかどうか、また、母が認知を知っていたかどうかということに

ついて更に争点化することで子の地位が不安定にならないかというようなおそれもあるこ

ともありまして、一律に母も含めて、認知からの７年の限りで認めるという形での提案と

させていただいております。 

  また、２０ページの１１行目になりますが、母について、嫡出否認の訴えの規律で提案

されているような子の利益を害する目的によることが明らかでないときは認めないという

ようなことを明文化するかといった点についても、嫡出否認との関係では併せて問題とな

るというところを指摘させていただいております。 

  ２０ページ（４）子の真実の父と称する者についてという規律になりますが、前回の会

議において、一定の場合には真実の父という地位によって認知無効を許容すべき場合もあ

るのではないかということの御指摘があったところですが、この点は、併せて嫡出否認の

訴えと考え方を合わせる形で、固有の主張権者として認めることまではしていないという

ことで、再度提案をしております。理由については、従前のものをまとめた形で部会資料

に掲げております。 

  ２１ページ３にある民法以外の制度の規律についてという点について、御覧ください。

実質についてはこれまでの御議論いただいた結果と同様であり、基本的には国籍法につい

てのみ手当てをする形で提示しております。この点について前回会議で、認知の概念を私

法上と公法上のものでどう整理するのかということについて検討した方がよいというよう

な御指摘がありました。この点について、現時点においてはいまだ開かれた論点であると

は理解しております。ただ、もちろん私法上の認知も含めて、私法、公法を含めて概念を
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統一した方が望ましいという指摘はできるとしましても、遺贈などほかの法制では概念を

相対化させている法制もあるということ、また、東京高裁、下級審の裁判例でありますが、

認知について概念の相対化を認め、国籍法上の認知について血縁関係を前提としたものと

して民法と別に解することが可能であるということを判示したものもあるということを踏

まえまして、いずれの可能性もまだ開かれたものとして検討しておるところです。 

  最後の点になりますが、３は民法７８３条の嫡出推定の規律との関係で、胎児認知の効

力の見直しを図った部分の確認となりまして、この点については前回からの変更はござい

ません。 

○大村部会長 ありがとうございます。第５の認知制度の見直し等について、御説明を頂き

ました。具体的な修正がされているのは１５ページの下線部、法定代理人についての記載

を加えた点と、それから、胎児認知をした場合の起算点について書き加えたということで

あったかと思います。その他、検討が求められた点については、問題があるということは

了解しつつ、検討をした結果、修正は特にしないという御提案を頂いたと理解をしており

ます。それから、成年に達した子の認知の無効の訴えという問題につきましては、部会資

料２２－３の方でまた別途、御意見を頂くということを想定しておりますので、その問題

は後の方にまわさせていただくということかと思います。 

  以上につきまして、御意見等がございましたら頂戴できればと思います。どなたからで

も結構ですので、お願いをいたします。 

○水野委員 ありがとうございます。１９ページの、母の固有の無効主張権のところで、前

回も申し上げましたけれども、母が知らないうちに認知をされているという、問題につい

てです。確かに制度上の担保がないのだけれども、認知によって形成された父子関係につ

いて７年間が経過したという場合には、いいのではないかという御判断のようにうかがい

ました。私が典型的に考えておりますケースは、このようなケースを判例で見たことがご

ざいますけれども、実の父親が既婚者で、またお金があるという場合に、母に対しては、

今、子どもの出生を明らかにすると不貞行為の慰謝料請求などの様々なトラブルが起きる

ので、離婚をしてから認知をすると言って待たせていて、そしてその間、自分の貧しい友

人にお金をつかませて認知をさせて、母はそれを知らないうちにそのまま月日が流れると

いうようなケースです。そういう場合を考えてみますと、母の方は本当の父がいつか離婚

して子どもを認知してくれることを期待しながら、認知の請求をせずに待っていますけれ

ども、そのまま認知者が父として固定してしまうことになりそうです。問題は、認知によ

って形成された父子関係について、７年間それが確立しているということの内容です。こ

れは、例えば身分占有概念のように実質的な親子関係が成立していることを要求しており

ませず、戸籍上それが書かれていることだけを意味しているように思います。もし私の理

解が間違っているようでしたら御訂正いただければ有り難いですが、そうだとすると、母

が戸籍を見ないまま、認知の記載が７年間過ぎるということは簡単にありそうに思います。

それから、認知するのに必要な母の情報が母の協力がなければ得られないかといいますと、

もし真実の父が虚偽の認知者に情報提供をしようとすれば、それほど難しくなくこれらの

情報を得ることができるのではないかと思いますので、やはり私としては心配が残ります。 

  そのような危惧をクリアすることができるでしょうか。もしこの認知無効の期間制限を

ずらすことは難しいということでしたら、母にこの認知されたという事実を伝える何らか
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の制度的な手当てをお考えいただけないでしょうか。その制度的な手当てがありましたら、

母の方で自衛して、虚偽の認知が固まってしまうことを防ぐことができるのではないかと

思うのですが、いかがでしょうか。 

○大村部会長 ありがとうございます。母の認知無効の主張について、もしここにあるよう

な考え方を採るということであれば、認知がされたということを通知するような手当てを

講ずることはできないだろうかという御意見ないし御質問を頂いたかと思いますけれども、

何か事務当局の方でありますか。 

○佐藤幹事 御指摘ありがとうございます。あらかじめ検討したところはこの資料に記載し

たとおりですが、御指摘のところ、重いものがあろうかとは思っております。ただ、認知

一般について母に通知するという制度、最後に御提案という形で頂いたところですけれど

も、認知一般ということになりますと非常に影響が大きいというところもございますし、

元々民法上の、実体法上の要件として、認知において母の意向がどのように関わっている

かというと、基本的には関わっていないということでして、そのこととの関係をどう考え

るかというような問題もあろうかと思います。期間に関しまして、やはり懸念が残るとい

ったところ、御指摘を頂きましたので、改めてまた事務当局として検討させていただきた

いと思っております。 

○大村部会長 ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

○水野委員 はい、ありがとうございます。 

○窪田委員 今の水野委員からの御意見に付け加えてということになりますが、私自身も水

野委員の懸念というのは、実際にもあり得るのではないかと思います。認知によって形成

された父子関係について、認知をした父と子が無効の主張をすることなくといっても、虚

偽の認知をした人が無効の主張をしないのは当然として、ただ形式的に認知されている状

況だったら、実質的な親子関係は形成されているというわけでもないと思いますので、や

はりこの説明では十分ではないのだろうと思います。その上で、水野委員の御提案のよう

な形で母が知ることができるようにするというのも一つの方法だろうと思うのですが、も

う一つの方法として、７年間の起算点をずらす必要はないと思うのですが、それとは別途、

３年とか２年とか、ただし認知があったことを知った時から２年間はこの限りでないとか

という形で、７年経過しても、もう一つの方として、認知を知った時を起算点とする非常

に短期の権利行使を認めるというのは、それほど大きく制度を変動させずにあり得るのか

なと思いました。 

○大村部会長 ７年たっていても、それとは別に、知った時からの短期間の期間を設けると

いうことですか。 

○窪田委員 そうですね、そうするということがあり得るのかなと思いました。うまく設計

ができるかどうか分からないのですが、ただ、７年間を全部常にその起算点をずらすとい

うよりは、もう少し短期間で対応できるかなという気がするということです。 

○大村部会長 基本的な方向として水野委員が示されたような懸念を共有されつつ、他の対

応策がないだろうかということで、今のような御意見を頂いたということで、事務当局の

方で先ほど、期間についてもう少し考えてみたいという御発言がありましたので、その中

でお考えを頂ければと思います。 

○古谷関係官 水野委員、窪田委員から、前回も御指摘いただいたところで、起算点を変更
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することができるかということも含めて、また別途の手当ての可能性も含めて検討いたし

ました。恐らく現行法と異なる制度を導入するという中で、認知自体の形式的な審査を踏

まえて、形式的な期間制限によって身分関係が確定してしまうという制度とする場合、認

知した者と子の関係で構築された父子関係についてについて、多様な実質がある中で一律

にどこまで保護するか、他の考慮事項として、母として固有の認知無効の訴えをどこまで

保護するかどうか、母が認知の事実を知っていなければ、やはりそこは母として特別に父

子関係を覆すだけの資格を与えた方がいいと考えるのかといった点が問題となると考えら

れます。水野委員がおっしゃられたような事案を踏まえても、例えば、だまされて認知無

効の訴えをしなかったというような事案、そのような場合に、認知無効とは別の、例えば、

詐欺等の特別の事情を踏まえた特別な条項による手当てができないかということも問題と

なると思われます。こちらからの質問になってしまいますが、今回のご意見の前提として、

一般論として母自身において、認知を知った以降７年間の固有の行使期間を保護するだけ

の地位、認知によって形成された父子関係とまた別に保護すべき固有の利益があると判断

した上で制度を検討した方がいいかということになるか御意見を頂けたらと思います。 

○窪田委員 私自身は、母の固有の利益だからということではなくて、母が知らなかった以

上は権利行使できるでしょうということです。あともう一つは、子どもに関しても同じこ

とだと考えています。単に戸籍に記載されたというだけであって、小さい子どもであれば

結局、法定代理人がそれを知ったかどうかという形になるとは思うのですが、子どもの側

から見たとしても、戸籍に記載されて法律上の親子関係が形成され、７年間たちました、

これはもう実質化されますという説明は、やはり十分ではないのではないかという気はし

ます。したがって、母の固有の利益論から特に先ほどのことを御提案したわけではないと

いうことだけ確認させてください。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

○棚村委員 水野先生や窪田先生のいう、知ってからでないと権利行使ができない状況があ

ったのであれば、起算点を少し工夫できないかという御提案もよく分かるのですが、嫡出

否認のときも否認権者の権利行使の起算点、期間の制限については、ほかの国でも、主観

的な事情を配慮して「認識してから、知ってから」何年というものと、それから、やはり

出生とか割合と客観的に明らかな時点から少し長めに取ってやる客観的な起算点とすると

いうので、今回の改正でも、どちらかと言えば、後者の考え方を採用したという経緯があ

ると思います。そこで、やはり子どもの身分関係の法的安定性を重視するということで、

確かに、認知と嫡出推定・否認ということの状況や養育の環境や、親の関係性というもの

が大分違うというところはあると思うのですけれども、主観的な認識をベースとした起算

点を採用するというのは、少し慎重に考えたほうがよいのではないかとも思います。私と

しては、主観的な認識の有無の考え方を起算点において採用するのであれば、やはり嫡出

推定・否認制度のところもそういうものを置きながらバランスをとるという法制を採って

いる国もありますから、ある程度、均衡を図る必要もあるのではないか。嫡出推定を否認

権する場面では、できるだけ主観的な認識を排除して客観的にやろうという方向性を採り

ながら、認知のところだけそれを緩めるというのはなかなか、バランスがとれるのかなと

いう点が少し懸念されます。もしそういう提案で修正をするということであれば、嫡出否

認についても場合によっては主観的な要素を入れる可能性というのは出てくるので、その
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辺りのところを検討する必要が出てこないかということが少し気になるところです。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

○窪田委員 よろしいでしょうか。法務省の方で検討してもらったらよろしいと思うのです

が、棚村先生のおっしゃることはそのとおりで、嫡出否認の場合と整合性があるのかとい

うことは、そうなのだろうと思うのですが、ただ、嫡出推定制度というのはやはり婚姻関

係というのを前提とした、外形的にもかなりはっきりとしたものを前提とする制度があっ

て、それを否認するという仕組みなわけですよね。それに対して認知というのは、ひょっ

としたらもう全然表に出ない形で、実質的な形も伴わないで、言わば届出だけでできてし

まうという点で、それはかなり違うのではないかという気が、私の個人の印象としては、

違うということは説明できるのかなという感じがいたします。 

○磯谷委員 私も水野委員、窪田委員の懸念を共有しているつもりです。１９ページの３２

行目ですが、先ほどの二つ、①と②というところで示されているうちの、特に私も読んで、

①の方、つまり、認知される者の本籍等、戸籍の表示の記載を要するというところについ

ても、率直に言えば、親族などの不当な協力などがあれば、本籍等を知ることも容易なの

だろうと思いまして、したがって、やはりリスクはどうしても伴うものだろうと思ってお

りました。先ほど水野先生や窪田先生がおっしゃっていたような解決案というところもも

ちろん検討していただければと思いますけれども、私はやはりこれを拝見すると、なおの

こと、成年に達した子どもの否認権行使というのが最後の砦として非常に重要な役割を持

ってくるのではないかと。これは、形としては当然、子どもが自分で判断して決めるとい

うことにはなりますけれども、しかし、いろいろな事実関係の中で、例えば、母親の方が

その機会を逸したというふうなところがあった場合に、それも含めて子どもとして判断す

るということもあろうかと思います。ですから、そういう意味で、後に検討ということに

なると思いますけれども、この点に鑑みても、成年に達した子どもの認知無効の訴えの許

容というのは重要ではないかと思いました。 

○大村部会長 ありがとうございました。 

  皆さんから、水野委員御指摘の点に関する懸念を共有するという御意見が出ております。

ただ、ではどうするかということについては幾つかの方向性が示されておりました。最後

に磯谷委員からは、後で検討する成年に達した子の認知の無効という問題で、最後は、す

くい上げていくべきではないかという御趣旨の発言もございました。幾つかの考え方があ

りますので、それらが採用可能か、どうかという点を改めて事務当局の方で御検討いただ

ければと思います。 

  窪田委員と棚村委員の間で交わされた主観的起算点の問題は、なかなか微妙なところが

あるかと思って伺っておりました。一方で、確かに主観的起算点が片方にだけ入るという

のはバランスが悪いかと、私自身も先ほど窪田委員の御発言を伺ったときに思いました。

他方で、しかし主観的の中身が嫡出推定の場合と認知の場合とでは違っておりますので、

それも考えなければいけないということになると、どのように扱うのがよいかはなかなか

悩ましいところかと思います。そうしたことも含めて、さらに検討を頂ければと思います。 

  ほかに、第５についていかがでございましょうか。よろしいでしょうか。 

  それでは、今問題になりました点を一つ留保させていただきまして、この点については。

失礼しました、中田委員、どうぞ。 
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○中田委員 ありがとうございます。ただいまの否認権との関係ですけれども、前夫の否認

権についても、知った時から３年間ということになっておりまして、これはすごく長くな

る可能性があると思うのですけれども、もしも両者の関係を検討されるのであれば、その

点も併せて検討していただくとよろしいかと思いました。 

  それから、２１ページ以下に認知の概念について、民法と国籍法との関係についての説

明がございます。御検討いただきましてありがとうございました。ここで相続税法の話と

裁判例の話とが出てきているのですけれども、両者は少し違っていて、相続税法において

遺贈の概念を拡張するということですが、これは今般成立しました不動産登記法の改正に

おいては、逆に遺贈の概念を相続人に対する遺贈に限定するとしていまして、こういうよ

うに法律によって概念を明確に規定して、広げたり狭めたりするということはあり得ると

思うのです。ところが国籍法の場合については、その限定のないまま同じ言葉を解釈で対

応しようとしているのだとすると、それとは違うということになるかもしれません。もし

も可能であれば、国籍法においても何らかの明確化をした方が分かりやすいかなと思いま

した。ただ、これは非常に広い問題に関わることですので、将来の検討課題ということで

も結構でございます。 

○大村部会長 ありがとうございます。先ほどから御意見を頂いている点について、更に考

慮に入れて検討すべき問題を御指摘いただきますとともに、認知概念の相対性という問題

について、国籍法の方の規定を明らかにするということも考えられるのではないかという

御指摘を頂きました。この点については、将来の検討課題という形で最終的にはまとめる

ということもあろうという御意見も付け加えていただいたかと思います。 

  ほかには何かありますか。よろしゅうございますか。 

  それでは、第５につきましては、頂いた点について更に検討するということを留保いた

しまして、全体としてはこの方向について御賛同いただいたということで、先に進ませて

いただきたいと思います。 

  残った時間で、部会資料２２－３の残された論点の補充的検討というところに進ませて

いただきたいと思います。二つのグループに分けてと思っておりますが、まず、別居等の

後に懐胎された子に関する規律の明文化及び届出による嫡出推定の例外を認める制度の検

討ということで、事務当局から資料２２－３の第１の部分について御説明を頂き、皆様か

ら御意見を頂戴したいと思います。 

  まず、事務当局の方から説明をお願いいたします。 

○小川関係官 部会資料２２－３の１ページから御説明いたします。 

  別居等の後に懐胎された子に関する規律の明文化、それから、届出により嫡出推定の例

外を認める制度の検討について、これまで複数回にわたって御議論いただきまして、法律

上当然に子の父が推定され、その推定を否認するためには訴えによらなければならないも

のとするということで子に父を確保し、子の利益を保護するというのが、嫡出推定制度の

趣旨ですけれども、このような観点から見た場合、嫡出推定制度に対する大きな見直しと

なるという一方で、無戸籍者問題を解消するという観点からは、一定の要件を満たす場合

に届出により夫の子として届け出る手段というのを認めることについて、意義があるので

検討すべきであるというふうな御議論、御指摘を頂いていたところかと思います。 

  そちらにつきまして、１ページの末尾の３５行目の部分から、２として届出により嫡出
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推定の例外を認める制度についてまとめておりますが、これまでの御議論を踏まえますと、

届出を認めることができる添付資料を限定的なものとせざるを得ないということ、また、

真実と異なる届出がされた場合に夫に争う機会を与えるという観点から、届出がされたと

きには夫への通知をするということが必要であろうと考えられることからいたしますと、

無戸籍の発生を防止するという観点からの実効性というのも非常に限定的になるというこ

とが見込まれますところ、このような制度を設けるという目的の実現可能性が十分とはい

えず、むしろ子の身分関係の安定という嫡出推定制度や届出に関する事務に与える影響等

を考慮いたしますと、新たな制度の創設については慎重な検討が必要であり、本部会での

見直し事項として取り上げることはしないとすることが相当であろうと考えていることか

ら、今回そのように御提案しているところです。 

  また、３ページの３の部分で規律の明文化についてもまとめております。明文化につい

ては、国民にとっての分かりやすさというふうな意義もあるところですけれども、これま

で御議論いただいておりましたとおり、明文化することによって嫡出推定の及ばない子が

法律上明記されるということによる影響が生じ得るということからいたしますと、２の内

容を取り上げないというふうなことにした場合には、あえて３の部分も取り上げるのでは

なくて、引き続き無戸籍者問題との関係では強制認知の訴えなどの場面で、判例法理であ

る推定の及ばない子が意義を有するということを確認しつつ、明文化については取り上げ

ないということが相当であろうとも考えられますので、今回そのように提案させていただ

いているところです。 

  なお、３の部分に記載しておりますとおり、推定の及ばない子に関する判例法理という

のは今後も解釈論上認められることになると考えておりますところ、明文化をする中での

御議論の中で、婚姻の成立前に懐胎され、成立後に出生した子について明文化の規律が及

ぶのかどうかというふうにも御議論を頂いたところです。今後は嫡出推定規定の見直しに

伴う解釈問題ということになろうかと思うのですけれども、もし部会としてこの推定規定

の見直しに伴う解釈論の方向性として考えられるものがございましたら、今後の実務運用

にも資する面があると思われますので、御意見を頂けますと有り難く存じます。 

  第１の説明としては以上となります。 

○大村部会長 ありがとうございます。この第１につきましては、今御説明がありましたけ

れども、数回にわたって、届出により嫡出推定の例外を認める制度を認めることはできな

いだろうかということで検討してきたところでございます。これまで添付資料について御

意見をいろいろ頂きましたが、委員幹事の御意見には必ずしも一致していないところがあ

ります。いずれにしても、制度を作るとなるとかなり限定しなければいけないということ

で、それを使える場合というのは限られてくるのではないかという指摘も、あったかと思

います。それから、通知の問題を考えると、やはり作ったとしても余り使われないのでは

ないかといった懸念もある。これを導入することのメリットとこれに伴う様々な懸念とを

考えると、今回はこれを見送るという御提案をいただいたと理解をいたしました。それと

の関係で、別居の後に懐胎された子に対する規律の明文化について考えますと、届出によ

る例外を認めることの言わば前提として、これを明文化しておく必要があるのではないか

ということで、明文化の試みがなされてきたという経緯もありますので、届出による例外

を今回見送るということであれば、あえて様々な困難を抱えながらその規律を明文化する
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必要はないのではないかという御提案だったかと思います。ただ、それに伴って残る解釈

上の問題もあるので、もしこの方向で行くということでよろしいとしても、解釈問題につ

いて何か御意見があれば是非伺っておきたいということだったでしょうか。 

  ずっと議論してきた問題ですので、様々な御意見があろうかと思いますので、御意見を

頂ければと思います。いかがでしょうか。 

○棚村委員 前も少しお話をしたのですけれども、２００６年ぐらいから、この無戸籍の問

題がかなり社会問題化するというのですか、そういうところから、民法の特例法みたいな

ものを作るとか、いろいろな動きがありました。水野委員もやはりフランス法を例に出し

て、母の届出のレベルで何らかの工夫をできないだろうかというような御提案もあって、

我々としてもかなり精緻化された理論とか実務で詰めをしていただいたということで、届

け出による嫡出推定制度の排除の措置については期待をしていたところがあります。 

  ただ、それは司法アクセスに障害を持っている当事者の方たちにとっては、この無戸籍

問題の一つの解決の目玉になるかもしれないという魅力的なものではあったわけですけれ

ども、今回いろいろな理由を挙げていただいて、やはり公的な書類を、公的なものとはい

っても、前にも少し指摘させていただいたのですけれども、別居ということに焦点を当て

るということと、それから懐胎の時期とかそういうものとか、いろいろなものが実は交じ

っていたりするわけで、その辺りのところの整理をしていくという中で、かなり大変な作

業だったのだろうなということは十分に理解できます。 

  しかし、２ページで書いてあるところで、少しつながりが分かりにくかったのですけれ

ども、戸籍の窓口の形式審査、これは原則は形式審査ということで、書類が整っているか

どうかということをチェックするわけで、中身に入って実質審査をしないということは理

解をしているのですけれども、結局、例外事由がないにもかかわらず届出が出されたもの

という話になると、やはり虚偽の届出の防止という問題になって、今、戸籍法自体がこう

いう、届出でできるものについて形式審査と実質審査をどういう形でやるのかというのは、

窪田先生が部会長されていたところでも、マイナンバー制度と戸籍制度との関係で議論が

出てきていたところだと思います。 

  少し長くなるのですけれども、そうなると、届出が真実に反するものかどうかというこ

とについてのチェックというのを一定程度、やらなければいけない方向というのも出てき

ているのだと思うのです。養子縁組でも婚姻でも、虚偽の届出の利用に関する通知が出さ

れたりして、場合によっては、それについて問い合わせたり、いろいろ照会したり、チェ

ックをするということになっています。特に法務局では、届け出の内容や実質が疑わしい

ということになれば、例外的に実質的な審査をして調査をするということになってきてい

るわけですから、この辺りのところはむしろ、虚偽の届出が出てくる可能性というのは、

正に水野先生の御提案のときも議論したのですけれども、公正証書原本等不実記載罪みた

いなことで刑事上も罪に問われる可能性を冒してまでそんなことを本当にするのだろうか

というようなこともあります。要するに、言いたいことは、形式的審査権であって、窓口

にいろいろな書類が持ち込まれて、これも認めてほしいみたいなことがあると混乱が出て

くるというのは非常に分かるところではあると思います。ですから、今回の提案のときは

当初は嫡出推定の回復の訴えみたいな形で、これもフランスなんかでも取り入れられてい

るような形で、何らかの形で訴訟での争う機会を担保するという制度も作らないといけな
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いというのもあったと思います。 

  そのようなわけで、最終的にはなかなか難しいということについては了解をしましたけ

れども、せっかくですので、窓口の形式的な審査しか駄目なのだとか、虚偽の届出の可能

性とか、そういうことよりも、むしろ事務的に対応することの困難というようなことで、

説明や理由を書いていただいた方がいいかなと思います。できれば、せっかく７、８年も

掛けていろいろ取り組んできた皆さんとか、現にいる無戸籍の方を含めてですけれども、

なぜこんなことを申し上げるかというと、無戸籍のみなさんのお話や辛い経験を2006年こ

ろから伺ってきて、最近でも、今回の改正の審議を通じて、無戸籍状態の解消に向けたさ

まざまな取組や法改正がなかなか進んでいないと感じられている方々も少なくありません。

そこで、事務当局も、部会のみなさまも、できるかぎり司法の関与や前夫への通知なしに、

比較的簡便な方法で、無戸籍問題を解消したり、予防する方法はないか検討を重ねてきま

した。そのため、この提案の具体化にはなお課題があるものの、また、今回は取り上げな

いけれども、今後の課題であるとして次につなげる書きぶりにしていただければとお願い

する次第です。無戸籍状態で心に傷をずっと受けて人生を送っておられるという方がいた

り、それから、相当経って、今も、例えば大阪府の高石市でしたか、親子２代にわたって

無戸籍で、お母さん、７８歳が餓死していたとかいう悲惨な事件もありました。いずれに

しても、この届出による一定の形での嫡出推定の例外というのは、これは本来だったら、

こういう簡便なものを、それだけを認めていくというよりも、いろいろな工夫を重ねた上

で例外的に限定的に認めるという提案でしたので、是非、今回は取り上げないという結論

については賛成はします。しかし、無戸籍の背景や要因には実に、いろいろな多様なもの

があって、実はＤＶとか、いろいろなところも直さなければいけないのですけれども、戸

籍の届出というものについても、戸籍制度も含めてですけれども、見直しや手当てをする、

嫡出推定否認もやっていますから、そういうものを総合的にやることによって、また窓口

での相談支援も充実させるということで、何とかそういうケースが少しでも減ってくる、

その一つの手段や検討の課題ということで引き続き検討をお願いをしたいなと考えている

ところです。 

  すみません、長くなりました。 

○大村部会長 ありがとうございました。基本的にこの提案でやむを得ないだろうという御

感触を示していただいた上で、説明については今後の課題などをもう少し加えた方がいい

のではないかという、御指摘を頂いたと理解をいたしました。今回のこの説明は、前回の

提案と違う提案をするにあたっての説明をしているということだろうと思いますので、こ

の問題についてのこれまでの検討の経緯を書きますと、もう少し長い別の説明が必要にな

るだろうと思います。棚村委員からも御提案があったかと思いますけれども、法定別居に

相当するような制度を導入することができないかといったことも、ここに至る過程で検討

をしていただいたところであるわけです。しかし、そのようなものを導入することは難し

いだろうということで、このような提案になったと理解をしております。今回この部会で

の検討において、一方で否認権者の範囲を拡大し、期間を延長する、さらに、嫡出子の概

念を変えて、婚姻後２００日については後の夫の子と推定するというルールを導入すると

いうことにつき皆様に御賛同いただいて、そこまではやってきたわけです。更にもう一歩

進められないかということで、この案を検討してきたということだと受け止めております
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けれども、今回はうまくいかないとして、更にこの先、何らかの方策が考えられるのでは

ないか。棚村委員からは、戸籍の方で対応するといったことも考えられるのではないかと

いう御示唆もありましたけれども、そうしたことも含めて、最終的な説明については、事

務当局の方で可能な範囲で工夫を頂けるのではないかと思っております。ということで、

今の棚村委員の御意見を引き取らせていただきたいと思いますが、その他、御発言があれ

ば伺いたいと思いますが。 

○水野委員 御検討いただいてありがとうございました。無戸籍児の問題を一番大きな問題

として改正法を考えてきたわけですけれども、問題の根底には、やはり戸籍制度と身分証

書との相違があって、つまり戸籍制度が非常に特殊なもので、母の戸籍に附属する形で出

生届がされるという仕組み、がもたらす制度的困難さが基本にあるのだろうと思います。、

諸外国の制度を参考にするにしても、やはり戸籍制度ゆえに匿名出産も困難を抱えていて、

プライバシー権などとの衝突の調整が非常に難しいという構造的な問題が背景にあります。

母の非嫡出子出生届を認めると、嫡出推定される夫の権利と衝突する場面とか、ほかにも

様々なそれなりに正当性のある法益同士が衝突する場面がいっぱいあり、外国の制度は一

応それらの調整をしてきています。でも戸籍制度ではそれらの外国の制度を参考にするこ

ともできませんから、難しいのはよく分かるのですが、ただ、私自身はやはり子どもが出

生した情報を社会が確保する必要は何物にも代え難い一番の要請であるように思います。

この、必要性を考えると、やはり母の非嫡出子出生届を認めるべきだったとは思っており

ます。 

  それから、夫へ通知することになったら結局はそのリスクは具現化するのではないかと

いう点は、本当はそのようなケースは、ＤＶ被害者を守るために、同時に住所情報などを

秘匿する防衛策などをはかる配慮をすれば、これも絶対的な困難にはならないように思い

ます。とはいえ、最後まで反対するわけではありません。今回はここまででやむを得ない

ということでしたら、反対いたしません。ただお願いになるのかもしれませんが、せめて

出生届をサポートする実務をできるだけ構築していただければと思います。簡単に届出が

できるように、そういう届出に迷っているような方に、啓蒙しておくとか、あるいは窓口

に来られたときに、こういう方法がありますよと教えてあげるとか、サポート方法はいろ

いろあると思います。実父との強制認知という手段は、結局は裁判所の仕事になるわけで

すが、司法へのアクセスがとんでもないハードルになってしまう方がいらっしゃいますの

で、そういう方の場合には法テラスの利用などまでつなげる支援も必要です。別居期間が

先行している場合には医者の証明書で大丈夫ですよとか、そういう様々な情報へのアクセ

ス支援とか、要するに貴女は、守られつつ子どもの出生届はできるのですよという窓口で

の支援を可能な限り手厚くしてあげることによって、子どもの出生を我々の社会が確保す

るという目的をできるだけ実現していただけばと思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。水野委員の年来の御主張を改めてお聞かせいただき

ましたけれども、しかし、今回この提案でいかざるをえないということであれば、出生届

を出すのをサポートする仕組みとを充実するということに意を用いてほしい、そうした具

体的な対応策を考えてほしいという御要望を頂いたと理解をいたしました。 

○佐藤幹事 御意見いただきまして、どうもありがとうございました。今回私どもの資料で

御提案申し上げたところについては一定の御理解を頂いた上でということで、棚村先生か
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らも水野先生からも、無戸籍者問題への対応として総合的な対策が重要である、あるいは

窓口での出生届のサポート等のできることをやっていくということが非常に大切だという

御指摘を頂きました。正にそのとおりであると私どもも考えておりまして、法務省としま

して、あるいは政府としまして、この無戸籍者問題への対応ということを大変重要な課題

として取り組んでおりまして、この部会での議論、今回の民法の見直しということもその

一環ということでございます。行政的な取組ということでも、これまでも、正に御指摘い

ただいたような、司法へのアクセスですとか、相談があったときの、例えば法務局での懇

切丁寧な対応ですとか、そういったところを法務省としても全体として大変力を入れてや

ってきたところでもありますし、更に今後、重ねてそこに力を入れていくべき問題である

と、全省的にそういう認識を持っているということは申し上げられるところです。ここで

御議論いただいた内容や、今回頂いた御意見を、省内的にも共有いたしまして、政府とし

て無戸籍者問題への取組を更に促進していく、その解消に向けた取組を促進していくとい

うことを、私ども役所の人間におきまして、責任を持って進めてまいりたいと思っており

ます。御意見ありがとうございます。 

○大村部会長 ありがとうございました。 

  ほかに御発言はございませんでしょうか。 

○井上委員 ありがとうございます。今の大村部会長、佐藤幹事の取りまとめについては理

解するところです。ただ、やはりこの無戸籍者問題というのは世間からの注目も今回、高

かったと思うのです。なので、世間から見てこの法制審がどういう結論を出すのかという

ことについての期待感などもきっとあったと思いますので、その点は、棚村委員からも御

発言がありましたが、取り上げないという書き方にするのか、書き方はいろいろあると思

うのですけれども、いろいろなところに慎重な検討が必要とも出ているので、何かそうい

う言葉で、ぶつっと断絶するのではなくて、課題としてあるので引き続き議論すると、そ

ういう書きぶりができないかと思ったところが一つと、それから、司法へのアクセスとい

う話があったのですが、特に困難な状況にある人たちは司法へのアクセス自体がなかなか

難しいというところがありますので、そういうところについても、是非行政としてしっか

りとサポートをお願いしたいと思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。井上委員からも、最終的な説明の仕方、今後の展望

も含めた説明の仕方についての御要望と、あわせて、サポート体制の充実という点につい

て御意見を頂戴いたしました。 

  ほかにはいかがでしょうか。 

○山根委員 重なる意見で申し訳ありません。ごく限られた場合でしか使えない制度だとし

ても、無戸籍の解消を始め、少しでも救われる者がいるということであればということで、

何か突破口となるだろうという期待もありましたので、どうにか形作ることをお願いした

かったのですが、残念に思っています。今まで皆さんから御意見が出ていましたけれども、

駄目だっただけではなくて、課題は更に明確になったとも思えますので、議論した成果が

残るように是非努力いただいて、文言も書いていただければと思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。山根委員からも、検討の成果が先につながるような

形で取りまとめてほしいという御要望を頂きました。 

○磯谷委員 これは日弁連の方のバックアップでも議論したのですけれども、今回これを取
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り上げないということについては落胆の声がございました。私どもは元々、今回の嫡出否

認制度のところでも再婚が法律婚でないと救えないというところは、やはりどうしても狭

い門だろうと思っていました。その中で、この制度がもしできれば、これは無戸籍問題に

とっては非常に大きな解決策になるだろうと考えておりました。議論されていた資料、例

えば医師の証明書その他の資料が提出されれば、恐らく多くのケースは事実、そのとおり

なのだと思うのです。その前提で早期に子どもの出生届が出されることになると思います

ので、本来であれば無戸籍問題解決には大きな意義があったと思います。もちろん、中に

は事実でないというところもあるのだろうと思いますけれども、それは恐らく少数にとど

まると思われますし、通知によって是正の機会を確保するなど、何らか解決ができたので

はないかと思うところです。そういう意味で、先ほど山根委員もおっしゃったように、私

どもも非常に残念に感じてはおるところでございます。 

○大村部会長 ありがとうございます。これまでの検討の経緯もございますけれども、この

ように検討してきたものが、狭い範囲であっても、実現しないというのは残念だという御

感想を頂きました。 

  そのほかにはいかがでございましょうか。 

○大森幹事 今の磯谷委員の御発言に補足させていただきます。私もこの論点について、

様々な困難や、障害があることはこれまでの議論を通じて痛感しております。しかし、か

なり限られたケースになってしまうということであっても、突破口の一つとして新たに制

度を設けることは大きな意義があるのではないかと思っておりましたし、今もその考えは

変わっておりません。ヒアリングに応じていただいた当事者の方々も、裁判所が前夫に通

知をするのではないか、前夫に知られるのではないかということについて最後までおびえ

ておられたということを生の声として強くおっしゃっておられました。 

  現行法では、親子関係不存在若しくは強制認知という手段があるわけですけれども、そ

うした手段をなかなかとれないという方々はいます。例えば、強制認知の手続だと前夫を

相手にはしませんが、血縁上の父が行方不明であったり協力してくれなかったりする場合

は強制認知という手段はとれません。今回、否認権を拡大することになりましたが、前夫

を相手方にしないといけません。親子関係不存在確認も同様に前夫を相手にする必要があ

ります。今回のこの届出の制度は、血縁上の父の協力がないとしても、限られた要件の中

であっても、該当すれば届出によって戸籍を作ることができるという意味で、救済として

は非常に大きい意義があったのではないかと思います。事務の負担も大きいということも、

そのとおりかもしれないのですが、今も離婚後懐胎の場合には医師の証明を持って戸籍の

窓口に行けば対応できるという点を考えると、全くないものを新たにというのではなく、

そうした運用の対象を拡大するとも言えます。したがって、本当に狭くても何とかできな

いかということをお願いできればという思いではあります。 

  ただ、それがどうしても難しいという場合でも、外観説の明文化の話にもなりますが、

ヒアリングの方々の生の声も踏まえて、家事事件手続法で前夫の陳述を要しない点だけで

も何か残す手立てはないかなど、そういった工夫の余地についても少し検討していただき、

それも難しい場合は、陳述不要の論点も含めて今後に引き継ぐという形にしていただきた

いと思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。できればこの例外的なものを残したい、これは磯谷
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委員もそういう御趣旨の御発言だったと思いますけれども、それが難しい場合にも、通知

の問題について一定の対応ができないだろうかという御提案もありました。先ほど水野委

員から、届出の通知について対応策を講ずることはできるのではないかという御発言もあ

りました。もちろん対応策を講ずることができるという考え方もあろうと思います。しか

し、他方で通知をすべきではないという御意見も根強くございます。そうした中で、これ

を例外的なものとしてセットしていくに当たっても、細部のところでの意見の調整が難し

いというのが現状なのではないかというのが事務当局の認識なのではないかと思っており

ます。その上で、今のような御要望を伺って、なお考えられることがあるのか、あるいは、

できないということであったとして、ではこういう点について何か対応策を進めてほしい

といった御意見が複数出ておりますけれども、こうした御意見を事務当局の方で受け止め

ていただいて、更にできることはないかということを考えていただくという形で引き取ら

せていただきたいと思いますけれども、何か更に御発言があれば頂戴したいと思いますが、

いかがでしょうか。 

○幡野幹事 ありがとうございます。私も、届出により嫡出推定の例外を認める制度を何と

か実現したいと思っていたところで、今回取り上げないということは残念に思っておりま

す。ここで私がお伺いしたいのは、別居後等の後に懐胎された子に関する規律の明文化の

方で、そちらを取りやめるという方について、お伺いしたい点があります。３ページの２

２行目辺りで、明文化しなかったとしても判例法理が適用される事案の取扱いは従前どお

りであって、と書かれています。法改正後に本当にそのようになるのかという点いついて

お伺いします。 

  明文化されれば、これまでの判例法理というのが引き続き生きているということが明ら

かになりますが、法改正によって否認権者が拡大したり、否認権行使期間が長くなったり

したことによって、これだけ機会を与えている、しかも時間もある中でも、否認権が行使

されなかったという場合に、嫡出推定の例外を認める解釈が厳格化する方向に進む可能性

というのもあり得るように思います。そこで、事務局の皆さんの御理解として、明文化し

なかったとしても今後も従前どおりであるとお考えになっている理由について、明文化す

るとしないとでは変わってくる部分があるのかなと率直な感想を持ちましたので、御意見

を頂戴したいと思います。よろしくお願いいたします。 

○大村部会長 ありがとうございます。御質問いただいたかと思いますので、事務当局の方

でもしお答えがあれば、お願いいたします。 

○小川関係官 この部分については従前、明文化の議論をする前の段階でも、現行の判例法

理というのは維持をされるのではないかというのが部会の御議論の中であったところです

ので、それを書かせていただいているというところです。また、否認権者と否認権の行使

期間を拡大するとした場合に、親子関係不存在などの必要な場面というのは相対的には減

少するというところは御指摘のとおりとは思う一方で、強制認知については、それは否認

権者の拡大等では対応できていない部分で、特に無戸籍の関係でいいますと、この判例法

理が果たしている役割というのはかなり大きいと認識しておりますので、そういう意味で

の必要性というのは変わらないと考えております。 

  さらに、嫡出推定規定の見直しの中で、飽くまでも懐胎を基礎とした推定というのは維

持するというような形、一部、婚姻の前に懐胎した子についての規律を新設しております
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けれども、基本的なルールとして懐胎による推定という部分は維持しておりますので、判

例法理が基礎としている懐胎の可能性がないことが外観上明らかな場合に嫡出推定が及ば

ないというような理解というのは、引き続き残るのではないかと考えた上で、こういった

形で書かせていただいているところです。やはり、無戸籍者問題との関係で、この判例法

理が果たしている役割というのは大きいのだろうというのが一番大きな点です。 

○幡野幹事 ありがとうございます。御質問させていただいた趣旨としては、父の側から、

別居中に懐胎したことを理由として、親子関係不存在確認の訴えをするような場面、つま

り、子から父が奪われてしまうような場面で、きちんと否認権行使期間などがあったのに

行使しなかったことを理由に、子を守る方向で解釈として厳格化することがあり得るかな

と思い、御質問させていただいた次第です。御質問に対するお答えは説得力のあるものだ

と思いました。私からは以上です。ありがとうございました。 

○大森幹事 先ほどの発言の最後の部分について、もう少し補足をさせていただきます。部

会資料３ページ目の３の明文化に関する説明の中で、今お話にありましたように、従前ど

おり判例法理が解釈として引き継がれるのではないかとの考えを前提に、あえてこの規律

を設ける意義は乏しいと考えられるとして、明文化を見送る結論付けがされています。し

かし、先ほど申し上げましたように、前夫に通知されるのか、裁判所から前夫へ照会が掛

けられるのではないかということが当事者の方にとっては大きな懸念になってしまってお

り、こうした点から、従前、部会資料では、家事事件手続法の規律として前夫の陳述を要

しないという御提案を頂いていたかと思います。その部分については規律を設ける意義は

決して乏しくはないだろうと思いまして、その点についての御検討はもう少ししていただ

けたらと考える次第です。 

○大村部会長 ありがとうございます。具体的には、そこだけ何とか残せないかといった御

趣旨の御発言だと受け止めましたけれども、そういう趣旨ですね。 

○大森幹事 はい。 

○大村部会長 分かりました。 

  ほかにはいかがでしょうか。あるいは先ほど、明文化をしないということに伴って解釈

問題が残るのではないか、その点について何かあればといった事務当局からのお尋ねもあ

りましたけれども、何かその点について御発言があれば、それも是非伺っておきたいと思

いますが、いかがでございましょうか。 

  直ちには御発言が出ないようですので、少し事務当局の方で考えていただいて、これで

よいかという形で次回にお諮りいただければと思います。 

  それでは、この第１につきましては、今頂いたような御意見を踏まえて、更に何かでき

ることは残っていないかということをお考えいただくという形で、引き取らせていただき

たいと思います。 

  残っておりますのが、部会資料２２－３の「第２ 成年に達した子の否認権について」、

これが３ページで、それから「第３ 成年に達した子の認知の無効の訴えについて」、こ

れが６ページということになりますけれども、大分時間がたちましたので、最後の問題に

入る前に休憩を入れさせていただこうと思います。１０分休憩いたしまして、１６時３５

分から再開ということにさせていただきます。 
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          （休     憩） 

 

○大村部会長 それでは、時間になりましたので、再開させていただきたいと思います。 

  本日御検討いただく問題の最後になりますけれども、部会資料２２－３の３ページ以下

の第２と６ページ以下の第３につきまして、まず事務当局の方から御説明を頂きたいと思

います。 

○小川関係官 御説明いたします。 

  資料の３ページを御覧ください。第２が成年に達した子の否認権についてです。前回、

取り上げないことも考えられるというような前提で御議論いただいたところですけれども、

更に検討するということについても御賛同される意見もあったことから、今一度取り上げ

させていただいているところです。今回は前回書かせていただいた案を修正した形で提案

させていただいており、このような規律で適切な解決が図られるか否かについて御議論を

頂き、その結果、難しいということであれば、この論点を取り上げないということとした

いと考えているところですので、その前提で御議論を頂ければと思っているところです。 

  具体的な内容ですけれども、前回記載していた案のうち、アとして５年以上の父による

悪意の遺棄、それから父の５年以上の生死不明というような要件について、これを削除さ

せていただき、継続して同居した期間が３年を下回るというような要件に一本化をしてい

るというところです。これによって、生物学上の父子関係がないことに加えて、社会的な

実態として見ても親子としての関係性がない場合に限って、御自身による否認権の行使を

認めるというような規律になっているといえるのではないかと考えているところです。 

  前回も議論になりましたように、３年以上同居したことはないものの扶養料の支払いは

同程度の期間行っていた場合であったり、父の仕事の都合などで３年以上の継続した期間

の同居というのはないものの、断続的にはそれに類する期間、同居をしていたような場合

など、実質的には３年以上の同居に類する親子関係の実態があるというふうな場合には、

そのような養育の状況に照らして、この父の利益を害するものとしてただし書の要件によ

り否認を制限することができるのではないかというふうな形で考えております。 

  前回、過去の養育の状況というものが現在の父の利益にどのように関わるのかが明らか

でないという御意見、御指摘があったところですけれども、改めて本文に書かせていただ

いた要件を限定することによって、ただし書の要件が想定する場面というのも限定される

ことになろうかと思いますので、そういうことからいたしますと、推定される父子関係を

前提に、３年以上の同居により形成されるであろう親子関係の実態が否認により覆される

ことによる精神的、人格的な父の利益を害することになり、それは単に経済的な利益にと

どまらないものといえるのではないかと考えているところです。 

  また、このような要件とした場合には、父が子を養育した期間が長期にわたるという事

案については、そもそも否認権の行使が認められることは想定し難いと思われますので、

（注２）に書いておりますとおり、扶養料の清算に関する規律というのは設けないことが

考えられます。 

  以上が御議論いただきたい中心的な論点ということになりますけれども、（注１）では、

成年に達した子の否認権を認めた場合に、その子が死亡した場合の否認権の承継に関する

規律、もし設けるのであれば、こういった規律になるのかなというところで記載をしてお
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りますけれども、そもそもこの否認権の趣旨に照らしまして、こういった承継に関する規

律を設けることの当否についてもこの機会に御議論いただけますと幸いです。 

  それから、６ページにまいりまして、第３の成年に達した子の認知の無効の訴えについ

てです。こちらは、基本的には成年に達した子の否認権の議論と連動することになるのか

と思っておりまして、成年に達した子の否認権を認めないこととした場合には認知につい

ても認めないこととなり、逆に認めるとした場合には、ここに書かせていただいているよ

うな規律で認めるということも考えられるのではないかと考えているところです。こちら

についても併せて御意見を頂戴できればと思います。 

  第２及び第３の資料の説明については以上です。 

○大村部会長 ありがとうございます。御説明を頂きましたが、中心は３ページの太字の部

分で新たに要件を提案していただいているということで、本文で、継続して同居した期間

が３年を下回るということと、ただし書で、この否認権の行使が父による養育の状況に照

らして父の利益を著しく害するときを除く案ができております。これでよいか、あるいは、

これに多少手を加えればよいかということであれば、成案が得られるかもしれませんが、

御意見がまとまらないようであれば、これについても案を出すのは難しいということで見

送りにせざるを得ないかという御感触だったかと思います。（注）の承継の問題とか、あ

るいは第３の認知無効の訴えについては、第２について検討した上で、どうするかという

ことについて、更に御意見を頂くということになろうかと思います。 

  まず、この第２の中心的な論点につきまして御意見を頂戴できればと思います。どなた

からでも結構ですので、お願いをいたします。 

○窪田委員 第２について、以前のものを変えて非常にシンプルにしていただいて、私自身、

前よりはずっと分かりやすくなったのかなと思っております。ただ、その上で１か所、大

変気になる言葉が、継続して同居した期間という形で同居を要件としている部分が、どう

も大変に気になります。今御説明があったように、同居というものを要件とすることで実

質的親子関係の存在の問題に解消していってということなのだろうと思うのですが、ただ、

一方でこうした成年に達した子の否認権に関してどういうことを考えるのかというと、そ

れが否認権によって覆されることによって、言わば過去の扶養などに関する清算の問題が

生じないようなケースに限るとか、そういうふうな限定の仕方もあるのかなと思います。 

  ４ページの（注２）では、こうした構成を採った場合には扶養、養育した期間が長期に

わたる事案では否認権の行使が認められることは想定し難く、扶養料の清算等に関する規

律は設けないというふうな形で書かれていますし、このただし書をうまく使うことで、そ

ういうことになるのだろうと思うのですが、逆の見方をすると、正しく清算のような問題

が生じない場面に限って、要するに、父子関係を否定したことによって遡って否定された

父子関係によって清算の問題が生じるということ自体が非常に居心地の悪いものですから、

そうした場面に限るのだとすると、私自身は、ここで挙げられている、その父と継続して

同居した期間が３年を下回るときという部分を、例えば、その父がその子を継続して養育

した期間あるいは扶養した期間が３年を下回るときにはというような形で、もっと端的に

書くことはできないのかなという気がいたしました。 

  余り品のいい例ではないのですが、同居した期間が３年以上ということになりますと、

５年、６年、同居していた父はいつも母の稼いできたお金を持ち出しては車券、馬券、舟
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券を買って、というようなケースでも、これは同居には当たるわけですよね。そのケース

は３年を上回っているので、もうこの対象にはならない。一方で、ずっといろいろな事情

によって同居はできなかったけれども扶養していたというケースは、本文の側からいうと、

基本的には否認できるケースで、ただし書で何とか救済されるということなのですが、も

っと本文の方でそのことを端的に示すことができないのかという気がいたしました。扶養

とか養育という言葉を使いますとただし書と重なる部分が出てきますので、言葉に関して

は少し工夫する必要があるのだろうと思いますけれども、同居ではなく、むしろ扶養とい

うことに焦点を当てて考えるというのがあるのではないかというのが私の意見です。 

○大村部会長 ありがとうございました。御趣旨は、基本的にはこうした方向で立案すると

いうことでよろしいのではないかということだと理解しました。その上で、同居した期間

というのをより実質的に、例えば、扶養した期間と書いてしまった方がよいのではないか

という、御意見だったかと思います。同居した期間となっているのは、同居の方が認定し

やすいといった、ことですか。 

○小川関係官 同居と、扶養してという部分について、５ページの２３行目の辺りにも書か

せていただいている部分ではあるのですけれども、そういった方向性も、事実認定の問題

がクリアできるのであれば、あり得るのではないかいうところはあるとは思っております。

ただ、５ページのアの部分に書かせていただいておりますとおり、監護や扶養の実態とい

う部分の事実認定というのが、もちろん明らかな事案というのも当然あるのだろうとは思

うのですけれども、子どもがゼロ歳から１５歳、１８歳になるまでの期間を通して監護や

扶養の実態があったということや、なかったということを立証するのはなかなか難しい問

題があるのではないかというところで、一つ懸念としてはあり得るというところです。そ

の上で、同居については当然、それも過去の事実の認定という形にはなるわけですけれど

も、一つ、住民票であったり、あるいは親子で写っている写真など、一定の客観的な資料

から認定するということが比較的容易なものになろうかと思っておりますので、まず、本

文での明確な要件として、この同居ということで書かせていただいていると。さらに、実

質的に見ても同居に着目をするということは、親子の社会的な実態があるというところの

一つの重要なメルクマールにはなるのではないかとは考えていたところです。 

○大村部会長 ありがとうございます。窪田委員の御指摘もごもっともだと思いますが、今

のような観点から、同居という言葉を選ばれているということで、なお検討していただき

たいと思いますけれども、少し考える必要があるところかと思って伺いました。 

  そのほか、いかがでございましょうか。 

○棚村委員 前回、成年の子の否認権について、未成年の子の否認権と成年の子の否認権の

違いとか、いろいろなことで要件化が少し難しいということはお話をしたと思います。た

だ、今の窪田委員の御発言も考慮すると、同居というのは、基本的にはほかの国を見れば、

社会的親子関係とか社会的家族関係、こういうものがないというときに、一定の範囲で成

年の子も含めた否認権行使を認められていますので、同居よりは、もちろん同居もそうな

のですけれども、要素として、扶養とか監護養育とかというのがかなり重要な要素にはな

ってくると思うのです。しかも、父による養育の状況に照らしてというので、父の利益を

著しく害するときというのは、正に後始末のことも考えていることだと思うのですけれど

も、要するに、養育費とかの後始末の必要がなくて、かつ、親子としての生活実態という
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ものが、扶養とか監護養育がないというようなことでうまく要件化ができるとすれば、一

定の要件の下で成年の子の否認権というのは認める余地があるのかなと考えています。特

に、先ほども少し認知の無効のところでも出てきましたけれども、場合によってはいろい

ろな事情を総合的に考慮した上で、先ほどの母親が認知無効を主張できなかったときも、

お子さんの側でそういうことも考慮した上で、認知無効みたいなことについてもきちんと

訴えられるという機会もあってもいいのかなと思います。 

  そんなことを考えますと、やはり今、窪田委員もおっしゃっていましたけれども、要件

を明確にした上で、こういう場合であれば認められるけれども、かなりそれは限定的なも

のであるというようなことであれば、成年の子の否認権行使の可能性を認めてよいかなと

いう、感じは持っています。 

○大村部会長 ありがとうございます。前回、難しいのではないかという意見もあったとこ

ろですけれども、要件が明確化できれば規定を置くこともできるのではないか、特に、先

ほど議論になった認知の問題を考えると、そうした感触を持つと、いうことだったかと思

います。棚村委員、今出ているものの、具体的な書きぶりについては、いかがでしょうか。 

○棚村委員 窪田委員の御発言にもあったように、扶養だけではなくて、少し監護養育とい

うようなことも入れてはどうか。それでも、どこまでが明らかかどうかという争いは生ず

るとは思うのですけれども、結局、社会的親子関係とか家族関係という概念が、どういう

中身かという議論が、日本ではまだ海外と違って、十分されていませんから、扶養、監護

養育みたいなことで、今ある概念で少し要件を限定できるのではないかとは思った次第で

す。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

○磯谷委員 一致しないと取り上げないということになっているようですので、どきどきし

ながら、どう発言するか困っているのですけれども、今の点については多分、窪田先生、

それから棚村先生のおっしゃるのがもう本当に正論なのだろうと、制度の趣旨からしても

ですね、そうなのだろうとは思いますけれども、ただ、この点、子どもの側が養育や扶養

について立証責任を負うというのは非常につらいところだと思っております。特に扶養と

いう話になると、一体どの程度のものがこの扶養に該当するのかというところはもう本当

に分からないということになると思うのです。ですから、恐らく事務局の方としてはいろ

いろ考えていただいて、先ほども御説明もありましたけれども、本文のところではなるべ

く形式的に認定ができるようにして、ただし書のところで実質的に検討して否認が不当な

場合をしっかり排除するという仕組みで、私としては、ひとつの知恵として適切なのでは

ないかと思っています。 

  先ほどの扶養の清算の話についても、このただし書があれば不当な結果にはならないだ

ろうとも思いますので、その観点からも、少なくとも結論的には妥当な解決になるのでは

ないかと思っております。棚村先生からもおっしゃっていただいたように、成年に達した

子の否認権、あるいは認知の無効という制度は、いろいろ取りこぼしたところで最後に妥

当な解決を導くという意味でも、期待ができるところだと思っておりますし、加えて、前

から指摘されているところですが子どもの人格という観点からも重要なものだと思われま

すので、何とかそういった形で、これについて認めていただければなと思っております。 

○大村部会長 ありがとうございます。この案でよろしいのではないかという御意見を頂き
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ましたけれども、結果として、先ほど窪田委員がおっしゃったのと同じようなことが導か

れるのではないかということと、立証の問題で同居の方が楽なのではないかということを

言っていただいたかと思います。 

  頂いている御意見には、これについて反対というものは今のところはなく、同居のとこ

ろを書き換える余地があるのではないかということについて御意見を頂いております。こ

こは、このままでもいいという意見と、書き換えた方がいいのではないかという意見とが

ありますけれども、その程度であれば、検討が可能なのではないかと思います。何かこれ

では根本的に問題があるのではないかといった指摘があれば、是非頂きたいと思いますけ

れども、いかがでございましょうか。 

○木村幹事 ありがとうございます。ただいま委員の方々からアイデアといいますか、御提

案等もございましたところで、事務局の方で御検討されるところかとは思いますが、まず、

同居という文言が入ってきたというところで、従前、別居ということについてなかなか難

しいというような議論があったところで、同居というのが逆にどうなのかというところで、

この同居というものが何を意味するのか、そこの認定についても問題はないかというとこ

ろは、まず、気になるところではございます。また、父と継続して同居した期間が３年を

下回るときという要件でございますけれども、磯谷先生からも立証の問題に言及があった

かと思いますけれども、住民票の移動や過去の写真など一定の客観的な資料から、その有

無を認定できるといった記載もあるのですけれども、住民票は必ずしも現実の居所を示し

ていない場合もあることなどから、常にそのようにして適切な認定ができるのか、裁判所

の側として疑問もあるところでございます。 

  また、この要件について立証責任を負う子ですけれども、例えば、１８歳までの全ての

期間について継続同居期間が３年を下回るということを立証しなければならなくなるので

はないかと思うのですけれども、かなり過去の事実関係についての主張立証が必要となる

ということですし、そもそも、ないことの証明ということでございますので、困難な面は

多分にあり、裁判所の方の審理、判断、認定といったところについても、なかなか困難が

生じてくるのだろうとは思うところでございます。 

  また、ただし書でございますけれども、父による養育の状況に照らして父の利益を著し

く害するときという要件につきまして、こちらもなかなか、従前から申している明確性と

いうところがどこまでかというところがございます。補足説明にあるような、３年程度継

続的に扶養料を支払っていたときや、３年に満たない期間を断続的に同居していたとき、

こういったものに限られるのか、それとも、ほかの場合もあり得るのか、いずれにしまし

ても、父において過去におけるこれらの事実を立証することは、また、かなり過去の話と

いうことで証拠が散逸している可能性もありまして、困難な場合も多いのではないかと思

うところでございまして、引き続きこういった要件の明確性については、御議論といいま

すか、御検討の必要もあろうかと思うところでございます。 

○大村部会長 ありがとうございます。これについては、やはり要件をどうするのか、明確

な使える要件を置けるかということがかねてより問題になっていたところですけれども、

裁判所としては、これで運用できるかどうかという点について懸念があるという御意見を

頂いたと受け止めました。 

  そのほかはいかがでございましょうか。 
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○垣内幹事 どうもありがとうございます。本日の提案についても、直前に裁判所からも御

発言がありましたように、要件の明確性等について課題があるのではないかという評価も

あり得るところかとは思いますけれども、しかし、同居あるいは扶養、養育が一定の水準

を下回るものでしか存在していないというところが子の否認権を認めるということの根底

にある考え方であると、そのような場合に否認権を認めてよいのであるということで提案

されているものですので、その趣旨から考えた場合に、今日提案されているものを越えて、

特に本文の要件について、更に明確化するということは難しいのではないかと思われます

し、また、確かに子としてこれについて立証することが常に容易であるとはいえないだろ

うと思われますけれども、これは裁判所には御苦労をお掛けすることにはなるということ

かと思いますが、この要件の下で立証ができなければ、それは否認が認められないという

ことで、それはそれでやむを得ないことなのではないかという感じもいたします。 

  また、ただし書の要件につきましては、子の利益の考慮というのは本日も前半で議論に

なりました前夫の否認権等との関係でも出てきているところで、ここでは子の利益ではな

くて父の利益ということではありますけれども、この種の安全弁をただし書で設けること

が必要となるという局面は他でも種々見られるところでありますので、その趣旨について

明確に御説明を工夫していただけるということであれば、こういった規定の仕方もあり得

るのではないかと感ずるところです。 

  同居という文言、あるいは概念を用いることの当否につきましては、確かに実質的には

養育そのものに焦点を当てるべきではないかという御議論はあり得る御議論だろうと思い

ますけれども、先ほど挙げられた例でも、同居していたけれども実際には養育に貢献して

いない、あるいは害をなしているというようなことがあり得るとは思いますが、しかし同

居していて生活を共にしていて、経済的には余り貢献していないし、という場合でも、精

神的にどういうつながりを子との関係で持っていたのかというようなことは様々であり得

るところ、それを全て実質的に評価するということであれば、それはかなり困難であると

いうことになるかと思います。そうしたときに、３年間という一定の客観的な期間で区切

って要件化するということであれば、同居という要件の方がまだしもよろしいのではない

かと私は感じるところです。そういう意味で、この御提案の内容ということで私はよいの

ではないかと考えております。 

○大村部会長 ありがとうございました。結論として、この提案の内容でよいのではないか

という御意見を頂きました。立証が難しいという問題はあるかもしれませんけれども、し

かし、例外的に成年に達した子に否認権を認めるということなので、立証は難しく、立証

できたものについて例外を認めるのだと捉えることもできるだろうという御指摘を頂きま

した。同居は、同居にしておいた方が、今の立証等の観点からいうと、よいのではないか

という御感触もお示しいただいたと思います。 

  そのほか、いかがでございましょうか。 

○大石委員 先ほども少しありましたけれども、なかなか難しい論点は取り上げないという

ことになっているので、私はこの案といいますか、少し窪田委員が言われたような意味で

の修正を考えた上で、これを取り上げるという方向に賛成いたします。同居というのは、

今ありましたけれども、説明を読んでも、同居していない場合でもいろいろなことで養育

の実態を認定することはできると書いてあるわけですから、余り同居にこだわらずに、む
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しろ、子はその父から継続して養育を受けたというようなことにして構わないのではない

かという気がするのです。もちろんいろいろな訴訟的な問題はたくさんあろうかと思うの

ですが、こういう実態的な規定を設けることに意味があると思っていますので、原案とい

いますか、ここに書かれたものを少し修正した形で維持していただければと思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。先ほど窪田委員が示されたような方向での修正をし

た上で、これを維持したらどうかという御意見を頂戴いたしました。 

  ほかにはいかがでしょうか。今のところ、運用についての懸念が裁判所の方から示され

ましたけれども、垣内幹事からは、そこは先ほど議論した別の問題とも共通の問題である

ので、説明の方を十分に工夫していただいて、困難さを緩和するということで対応するこ

とができるのではないかという御指摘を頂いております。そういう点について対応は必要

ですけれども、それを除きますと、皆様の中からは、このような案を採用してはどうかと、

ただ、同居とするか、扶養とするかという点については幾つかの要素を勘案して考えなけ

ればならない、そうした御意見をいただいているという状況になっているかと思います。 

○久保野幹事 途中になってしまいまして申し訳ありません。まず、方向性としまして、成

年に達した子どもについて、限定的なものであっても、規定を置いていくということは前

向きに考える方がよろしいと思っています。 

  その上で、今、おまとめのところでも、同居ということを保つのか、扶養にするのかと

いったような議論が一方でありつつ、他方で養育という言葉も出ている中で、その問題は

社会的な親子関係という概念が固まっていない困難さを背景に、難しいということではあ

りますけれども、少し懸念を抱く点があります。議論の際、親子のそれまでのあり方が

「適切な養育だったかどうか」というのを正面から評価することを目的にしているわけで

はないのだと思うのですが、扶養というのを入れますと、特定の側面を過度に重視する弊

害が生まれないかが気になります。先ほど垣内幹事から、様々な親子の要素があるという

御指摘もありまして、その御指摘を、私は、例えば、金銭的に扶養で貢献していなくても、

実態があったと評価し得る場合がある可能性について御指摘があったものと受け止めまし

た。資料の中の説明の中でも、人格的な利益、非財産的な利益についての言及があること

を考えましたときに、扶養というのを正面から基準に入れることによって、経済的なもの

により重点を置いた解釈になるおそれがあるのだとすると、少し慎重に考えた方がよいの

かなという感想を持ちます。父子の問題なので扶養という発想によりつながりやすいので

はないかという、心配とも持っておりまして、意見としては、それが最善のものではない

かもしれませんが、同居という原案でよろしいかなと私自身は思うのと、そうでない場合

には養育ということで、少し経済的なものにフォーカスされにくい言葉の方がよろしいか

なという感想です。 

○大村部会長 ありがとうございました。２段階で御意見を言っていただいたと思いますけ

れども、まず同居とするかどうか、同居という文言を用いないときに、次は何がいいかと

いうことで考える必要があるのではないかという御指摘を頂いたかと思います。ここのと

ころは更に検討していただいて、次回また出していただくということで引き取らせていた

だきたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

  ありがとうございます。それでは、残っている問題、第２の（注）にある承継の問題と、

それから、第３の先ほど先送りにしました認知無効の問題について、御意見を頂ければと
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思います。 

○窪田委員 第３についてなのですが、意見ではなくて質問です。第３が第２の部分を受け

てという仕組みは大変によく分かりますし、それはそれで一貫しているのだろうと思うの

ですが、第２の話というのは元々は嫡出推定ですから、出生のときを出発点にするという

のに対して、第３の方は認知ですから、一体どの時点での３年の話をしているのかという

のが少し気になりました。つまり、認知をしてからの３年間だと、どのぐらい成年に達す

るまで残っているのかということが問題となる。ただ、一方で、認知をしたときに認知の

効果が遡って生じるということであれば、認知する前の大昔の３年間一緒に暮らしていた

というのも入るのですが、ただ、それは第２の場合の、同居でも養育でもいいのですが、

その３年間のイメージとは随分違うなという気もするものですから、ここで考えている前

提を少し確認させていただければと思いました。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

○古谷関係官 御質問の方、ありがとうございました。御指摘のとおり、恐らく想定されて

いる場合で、場面が大分異なってくるというのはそのとおりでございまして、頂いた問題

意識の中で、どの期間の３年かというところまでを具体的に想定していたわけではござい

ません。もう少し御指摘を踏まえて検討させていただきたいと思います。 

○大村部会長 第３については、第２を決めてからということで、必ずしも十分に具体化さ

れた形になっていないと思いますので、次回出していただくに当たってこういう点に注意

してほしいという御要望を、今の窪田委員の御発言のような形で出していただければと思

います。あるいは、先ほどの母の無効主張との関係で、ここに何を書き込めばいいのかと

いったこともあろうかと思います。何か御示唆があれば頂ければと思います。それから、

承継の問題についても御発言があれば、頂きたいと思います。 

  あるいは、第３について事務局の御説明は、第２と第３とが連動するということで、第

２がなくなれば第３もなくなるだろうという前提で提案されていたと思いますが、第２が

残るという前提に立ったときに、第３も何らかの形で残すという方向でよろしいのかとい

う点につき、まず御意見を頂いて、その上で個別の点について御指摘を頂くということが

必要かと思いますが、窪田委員は、残るというところはそういう前提で、具体的な点につ

いて御指摘を頂いたと受け止めてよろしいでしょうか。 

○窪田委員 残るという前提というか、少しこの第３のルールが、やはり具体的な内容がよ

く分からないので、それをもう少し明らかにしないと、特に３年のイメージですね、その

イメージが明らかにならないと、この規定がいいかどうかという議論自体がしにくいのか

なという趣旨でした。 

○大村部会長 分かりました。そうすると、どのような規定を作るかということについて、

皆さんから少し御意見、御感触を出していただいて、それを取りまとめて、うまくいくの

であればそれを残す、こういうことかと思って今、伺いましたが、何かそういう観点から

御発言があれば、頂きたいと思います。 

○棚村委員 先ほどの成年の子の否認権ともかぶるのですが、先ほど言ったように、同居、

それから扶養とか監護教育という形で、私自身は、同居は駄目だけれどもほかの要素に変

えるというよりは、それも含めて一定の比較的客観的な事実というのですかね、それで、

養育状況という言葉でただし書のところで出てきますから、そういうことを勘案した上で
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要件を絞っていくという方向で検討をしていただければと考えています。そして、否認権

あるいは認知無効も同様に検討していただければ助かります。ただし、そのときに婚姻を

前提としたものと、認知だと婚姻以外の関係がかなり多様化していますから、事実婚みた

いなものももちろんあるし、そうでない関係もあり得るので、その辺りの違いを要件の中

にどういうふうに落とし込んだり、期間の限定をするときもどういうふうに評価するかと

いうところは残ってくるのかと思います。 

  それで、成年の子の否認権と、それから認知無効の主張の要件で、親子関係の生活実態

がどれくらい似たところと違うところが出てくるのかということを議論した上で、要件化

についても平仄を合わせていくのか、先ほどのように異なった要件化を目指すのかという

ところで大分違うので、窪田委員がおっしゃっているように、この議論も連動する部分も

あるのですけれども、くっきりと違ってくるような部分もあるので、成年の子の否認権の

議論とある意味では共通に考えるところと、少し独自に考えるところと、両方を整理しな

がら議論した方がしやすいのかなと思います。 

  それで、先ほど言いましたのは正に、磯谷委員もおっしゃっていましたけれども、水野

先生が問題提起された期間制限のところで少し考慮するのか、それとも、子ども自身に権

利を認めた上で、認知無効とかの中で、お母さんを含めていろいろな事情を考慮して否定

する機会を与えるのか、その辺りも選択肢が少し広がった方が、ある意味では、お母さん

のところで手当てしなくてもいいのかなというので、少し発言させていただいたところで

す。 

  その辺りを考えると、認知の問題も嫡出否認の問題も、一歩違うところから見ると、親

子関係の成立をどういう場合に認めて、どういう場合に否定するかというところで、かな

り連続した、全体の中で考えられる部分があると思うのです。そこで、もう少しこの否認

権行使の要件を明確にしていただいて、次回やはり認知無効の訴えについても、何を狙っ

ているのかということによって要件化が少し異なってくるのか、それとも連動させるのか

ということで、要件化についての方針も随分変わってくるので、なかなか意見が出にくい

のはそういうところにあると思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

○佐藤幹事 御意見ありがとうございます。認知の無効に関しまして、どの時点での同居を

問題にするのかといったお尋ねを頂きました。十分に意識的に議論していたわけではない

のですけれども、ただ、ここでのコンセプトといいますのは、実質的な内実を伴った父子

関係を覆してよいかどうかということが出発点でございます。父子関係というのは当然、

認知があって成立するものですので、認知された後でなければそもそも父としての養育と

いうようなことも出てこないということになるのではないかと思われます。そうすると、

一つの考え方としては、認知後における同居の期間を問題にするということが考えられる

のだろうと思っております。 

  仮にそういう考え方で違和感がないとした場合に、できるだけ今日、御意見を頂ければ

と思うものですから、更に申しますと、そのような前提で考えた場合に、この第３のルー

ルというものはどういうふうに捉えられるかといったところをお聞かせいただければと思

います。 

もう１点、少し違う点ですけれども、同居というところにこだわらず、養育あるいは扶
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養ということで要件を正面から設ければいいのではないかという御意見を頂いておりまし

て、最高裁の方からも、なかなか同居というのは別居の裏返しで認定が難しいのではない

かというお話がございました。確かに別居というのは、例えば、届出に際してどういう資

料によって戸籍窓口で認めるかというようなことを考えますと、なかなかハードルが高い

というような話になるのだろうと思うのですが、ただ、別居という事実に関して裁判の中

で認定できるかどうかということでいいますと、例えば、離婚訴訟において、別居があっ

たかどうかということの認定、証拠に基づいて認められるか、認められないかという営み

は訴訟の中で実際に行われているところでございますので、その裏返しとしての同居があ

ったか、なかったか、この認定を裁判所において行うことは十分に可能であろうというの

が、我々の考えでございます。更に進んで、養育をしていた期間、扶養していた期間が３

年間あったかどうかというようなことを認定するというのは、なかなかそれは難しいのか

なというのが、私どもが検討した中での結論でございました。それで、今回こういう形で

の御提案になったというのが、少し資料の繰り返しのようなことにはなりますけれども、

率直なところではございます。 

  少し補足的なところを申し上げました。御意見いただければと思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。 

○古谷関係官 先ほどの窪田委員からの御質問にお答えします。事務局としては、先ほど佐

藤幹事からお話しさせていただいたところ、認知無効についての認知から７年というもの

についての例外ということですので、認知からの３年間というところで、以降の３年のど

こかというところで考えておったところなのですが、窪田委員がおっしゃった、それが出

生に遡って認知の効力が発生したときに、そうすると、認知以前にあった実態関係につい

て、評価替えというのですか、その点の取り扱いも含めてどう整合的に説明するのかとい

うところについても、整理が必要だと思いますので、改めて検討させていただきたいと思

います。 

  また、認知無効に関しては、従前から問題となっていましたとおり、未成年の子の認知

に関しては、子の承諾等も要件とはされてないという中で、子が、父子関係の実態を踏ま

えて子自身において認知無効の訴えをする機会というのが更に与えられるという可能性も

広がることになります。認知制度自体の問題状況も踏まえ、場合によっては嫡出否認と分

けた形での検討の可能性も否定されてはいないと考えております。 

○大村部会長 ありがとうございます。事務当局の方から補足の説明を頂きましたけれども、

窪田委員、お待たせしました。 

○窪田委員 私自身も、３年間、どのタイミングかなということはありましたけれども、佐

藤幹事から御説明があったとおり、基本的には認知による親子関係を基礎付けるものとい

うので考えるのであれば、認知以降の３年間でないとおかしいなと思っておりました。た

だ、認知というのが出生の時とはずれますので、そうなってくると、言わば１８年間のう

ちの３年間というのと、もう少し短い期間の中の３年間というのは、持っている意味が違

うのかなということもありましたので、少しお尋ねしたということです。 

  もう１点の、私も扶養だとか養育だとか監護だとかにそれほどこだわるつもりはないの

ですが、一方で同居が親子関係を基礎付けるというのは、私自身はやはりかなり強い違和

感がありまして、同居の方が証明しやすいということであれば、実際には通常の場合であ
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れば、同居していたということが監護していた、扶養していたということを間接的に基礎

付ける事実ということになるのではないかと思いますので、同居というのをストレートに

全面に出さなくても規定できるのではないかとも感じます。扶養とか養育というのは立証

しにくいのだというのだったら、ただし書のところに養育が入っているのはどうしてなの

かということになると思いますので、やはりそこのところ自身は、もちろん同居というの

でいいのだという御意見もたくさんありましたので、理解もできるのですが、更に御検討

いただければ有り難いと思います。 

○大村部会長 ありがとうございます。今の御指摘、２点あったかと思いますけれども、そ

れを踏まえて、更に事務当局の方で御検討いただきたいと思いますが、ほかに御発言はご

ざいますか。 

○水野委員 ありがとうございます、本当にごく附属的なことでございます。７ページの３

１行目以下の、先ほど論点になりました、母の認知無効の制限の代わりに、ここに書いて

ありますように、この認知無効を認めると、結局、７年間で制限されてしまった認知無効

の言わばバックアップができるのではないかという論点です。確かにその点はあると思い

ます、つまり相続権が保障されるという形でのバックアップはあると思うのですが、ただ、

やはり７歳までの養育費は余り掛かりませんけれども、１８歳までの教育費は大きく、重

く掛かりますので、成人までの教育費が掛かるところの部分の救済は、これではカバーは

できないかと思いまして、その点だけ付言させていただきます。 

○大村部会長 ありがとうございました。これでカバーできるところとカバーできないとこ

ろがあるという御指摘を頂きました。 

  そのほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。小川関係官、承継の点はいいです

か。 

  それでは、第２と第３について御意見を頂きましたので、それを踏まえて更に検討をし

ていただきたいと思います。繰り返しますと、第２につきましては、同居とするか、扶養

とするか、養育とするかという問題がございましたけれども、要件を更に詰めていただき、

第３の方は、それに比べて少しまだ熟度が低いところがありますので、全体として第２と

の異同を踏まえて再検討していただくと、いうことにさせていただきたいと思います。 

  以上が今日用意していた議題ということになりますけれども、大体時間ですので、今日

のところはここまでということにさせていただければと思いますが、よろしいでしょうか。

何か特別な御発言がございますか。 

  それでは、今後のスケジュール等につきまして、事務当局の方から御説明を頂きたいと

思います。 

○佐藤幹事 次回の日程は、１２月２１日火曜日の午後１時３０分から午後５時３０分まで、

場所は同じ、法務省地下１階大会議室で予定しております。 

  本日頂いた御指摘を踏まえまして、要綱案の原案をできるだけ整理したものとしてお示

しできればと考えております。 

○大村部会長 ありがとうございます。年内にあと１回、１２月２１日がございます。本日

の御意見を踏まえて要綱案の案をお出しいただき、これについて御意見を頂こうというこ

とを考えております。 

  以上で、本日の法制審議会民法（親子法制）部会第２２回会議はこれで閉会させていた
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だきます。 

  本日も熱心な御審議を賜りましてありがとうございました。閉会いたします。 

－了－ 


